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窟7卓 彦慶甜の道筋  

1．はじめに   

我が国の経済と社会は、これまで培ってきた「豊かさ」と「希望」と「信頼」とを  

次代に引き継げるか否かの歴史的な正念場にある。   

外にあっては、世界同時不況と資源環境制約の高まり、内にあっては、少子高齢化、  

格差の拡大傾向、財政悪化など、内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せている。国  

民の暮らしと生活を守ることを最優先すべく、経済と社会を一体的にとらえた変革に  

取り組まなければならない。将来世代への「責任」を堅持しつつ、国民相互の信頼や  

助け合い、連携によって「安心社会」を実現し、各世代や各企業それぞれの「努力と  

挑戦」を最大限に引き出す。一方で、低炭素革命や健康長寿社会の創造、アジアヘの  

共生型貢献等を通じて有効需要の基盤を内外で広げ、国民や企業の「活力」を高める。  
「安心・活力・責任」を同時達成するための経済と社会の変革である。  

「安心一浩力・責任」という3つの目標は対応次第では相反するおそれがある。将  

来への道筋をあいまいにしたままの局所的な対処療法では、経済と社会双方からなる  

「複合危機」は克服できない。「経済の危機」と「社会の危機」を一体的にとらえ、3  

つの目標への相乗効果を最大に発揮する施策の実行へと政府全体の資源配分を傾斜し  

ていかなければならない。   

本「基本方針2009」はこうした観点から取りまとめたものである。  

2．経済の現状と課題  

一部に底打ちの兆しが見られるものの、我が国の経済は、依然として「当面の危機」  

と「構造的な危機」に直面している。   

第一の課題は、我が国経済の当面の「底割れ」の防止と、確実な底入れ・反転の実  

現である。世界の金融危機や耐久消糞財需要の急激な収縮などの要因による失業の急  

増や資金繰り倒産などを最小限にとどめるべく、また、主要先進国と比べて一時的に  

突出したマイナス成長幅に陥った我が国経済を国際協調の観点も踏まえて下支えする  

べく、政府及び日本銀行は、可能な限りの最大限の措置を講じてきた。   

輸出や生産等一部に明るさが見えてきたとはいえ、今後とも、国内における雇用情  

勢の一層の悪化やデフレが懸念されるところであり、また、過剰信用の巻き戻しなど  

世界の金融・経済の不確実性は高い。政府は、「経済危機対策」1等に基づき、金融対策、  

雇用対策などを中心に「当面の危機」を克服する。また、日本銀行に対しては、我が  

国経済が、物価安定の下での持続的成長経路に復帰するため、引き続き政府との緊密  

な連携の下で、適切かつ機動的な金融政策運営を期待する。   

第二の課題は、金融危機後の世界経済を見通し、産業構造・雇用構造を大きく転換  

l「経済危機対策」（平成21年4月10日）   



することによって過度に外需に依存した経済成長から新たな持続的成長へと移行する  

ことである。   

まず、低炭素、健康長寿、ソフトパワーなどの分野で世界最先端の「未来市場」を  

創出し、市場とイノベーションの好循環を生み出すことにより、国際的な競争優位の  

獲得と質の高い雇用の創造を図る。このためには、規制改革、モデル市場づくり、内  

外の資本1人材・技術の集積が必要である。同時に、アジアを始め世界が直面する資  

源・環境・広域インフラ整備等の課題解決に、我が国の優れた産業力・技術力をいか  

して積極的に貢献しながら、世界の再成長の果実を国内に取り込む。   

内需と外需の「双発エンジン」によりけん引されるこうした新たな持続的成長プロ  

セスを一刻も早く始動すべく、以上の二つの課題への対応を不可分一体なものとして、  

2010年度においても引き続き大胆に取り組む。  

3．社会の現状と課題  

少子高齢化の進行、企業・家族・地域の機能・役割の変容やつながりの希薄化、格  

差の拡大傾向、若年失業の増大等を背景に、多くの国民が将来の生活に強い不安を抱  

いている。我が国社会は「静かなる危機」に直面している状況にある。   

「希望と信頼」を次代に引き継ぐためには、国民の間の不安感の高まりに正面から  

向き合い、すべての国民が参加する活力があり公正な「安心社会」の実現を全力で進  

めていく必要がある。   

第一の課題は、制度や行政への信頼を回復し、強化することである。このためには、  

安定財源の裏打ちの下で、年金・医療・介護など社会保障制度の「ほころび」を早急  

に修復するとともに、信頼構築のための制度・行政基盤を早急に整えていく必要があ  

る。また、新型インフルエンザ対策や消費者行政などの分野にも万全な対応が必要で  

ある。   

第二の課題は、「雇用を軸とした安心社会」を実現していくことである。将来の人口  

構造や産業構造を踏まえ、次代の日本を担う若者世代・子育て世代の支援・育成の強  

化を始め、意欲あるすべての世代の人々の「働く安心」を基軸としながら、「子育て」、  

「学びと教育」、「医療とコミキニテイ」、「老後と介護」といった各分野での安心強化  

のための施策を有機的、効果的に連携・強化していかなければならない。   

その際、「官から民へ」、「大きな政府から小さな政府へ」といった議論を超えて、「安  

心社会」の実現に向けて無駄なく「機能する政府」への変革や、企業・NPO■地域  

などの参加と役割・責任分担による新たな「公」の創造を国全体の課題として位置づ  

け直すことが必要である。  

2  
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4．「安心と活力」の両立を目手旨して  

（1）「経済の危機」と「社会の危機」への一体的対応   

「経済の危機」と「社会の危機」への対応は、相互に補完し合い、強め合うことが  

できる。老後や介護への安心を確保することにより、巨額の金融資産をいかした内需  

主導成長が動き始める。若者世代の能力発揮や少子化対策の強化により、将来の成長  

力が底上げされる。経済の過度のマイナス成長を防ぎ、「未来市場」にかかわる産業の  

拡大を通じて、質の高い雇用を創出することは、日本型安心社会の基軸となる「雇用  

の安心」をもたらす。   

経済と社会、どちらの危機への対応を優先するかという視点を超えて、双方の危機  

に同時、かつ一体的に取り組む。安心と活力を高める上で不可欠な支出については、  

政策にかかる費用とそのための安定的な財源を具体的に明示し、検討を早急に進める。  

残された時間は短い。2010年代前半から半ばにかけて、団塊世代が高齢世代入りし、  

就職氷河期の若年世代は社会の中核を担うべき年齢に到達し始めることになる。  

（2）財政健全化と安心社会実現   

金融危機後の世界各国の財政状況の悪化から、国際的な長期金利の上昇傾向が見ら  

れる中、我が国財政の持続可能性を確保し財政硬直化についてのリスクを最小化しつ  

つ、安心社会を実現するためには、我が国財政について健全化への中長期的な取組姿  

勢を市場からの信頼に足る形で明確に示すことが不可欠である。また、そのための財  

源は、具体性・持続性・安定性を兼ね備える必要がある。以下を基本方針として、財  

政健全化と安心社会実現に向けて取り組む。   

①行政の無駄を不断に削減することは当然であり、徹底した行政改革と歳出改革  

は継続する。ただし、経済危機的状況に照らし、果断な対応は適時適切に図る。   

②「中期プログラム」2と「平成21年度税制改正法」附則3の税制の抜本改革の規  

定に則って、社会保障の機能強化と安定財源確保を着実に具体化する。   

③安心社会を実現するための雇用を軸とした新規施策（雇用・生活セーフティネ  

ット、職業訓練、教育等の分野における新規施策）については、「安定財源なく  

して制度改正なし」との原則に立って、税制抜本改革や歳出歳入改革の中で、  

所要の財源を確保する。  

（3）当面の「最優先課題」（府省に広くまたがる横断的課題）   

以下を当面の「最優先課題」とし、関係府省は、予算・人材両面において最大限の  

重点対応を行う。さらに、内閣主導で、府省横断的なプロジェクト・チームを設置す  

る等により迅速かつ総合的な取組を図る。  

2「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた『中期プログラム』」（平成20年12月24日   

閣議決定、平成21年6月23日一部改正）  

3「所得税法等の一部を改正する法律」（平成21年法律第13号附則第104条）  

3   



（D経済危機克服  

i）経済と社会の安定の基軸である雇用については、雇用維持のための緊急取組に   

加え、「次世代の日本を担う若年層」に対して職業能力向上と再挑戦の機会拡大   

のための支援を強化する。その際、企業・自治体と連携しながら「縦割り」を   

超えた政府横断的取組を図る。  

ii）同時に、新たな持続的成長プロセスを一刻も早く始動するため、  

・低炭素・環境共生型社会に向けて民間投資を引き出すための取組（制度改革・   

先進モデル市場づくり・リスクマネーの供給・内外人材の集積等）を多年度に   

わたり強化する。  

・地域経済の回復のため、各地域の取組を全力で支援する。国は、発想を転換し、   

予算のみならず、人材・人脈・情報・アイデア・制度改革等執行面において各   

地域の主導を最大限に支援する。  

・金融危機後の世界経済の再成長を確固たるものとするため、国際協力に関する   

各省の取組（金融通貨協力、インフラ整備・環境■技術等、貿易投資、人材交   

流等）を連携させ、戦略的な国際貢献を加速する。特にアジアとの問について   

は、「共生型貢献」を進め、内需の基盤と成長の源泉をアジアへと拡大する。  

② 安心社会実現  

i）社会保障の「ほころび」の修復なしに政府への信頼回復はない。税制抜本改革   

を通じた安定財源の裏打ちを制度的に確保しつつ、社会保障の機能強化につい   

て、効率化を図りつつも、緊急措置として前倒しで「先行実施」を図る。また、   

少子化対策や子育て世代への支援を総合的に強化する。  

ii）安心社会実現のための具体的な道筋について合意を図るため政府与党一体で検   

討を行うとともに、安中社会の基盤となる情報インフラ、行政体制、人材の傾   

斜配置などへの取組を政府横断的に進める。   



．努ま章。成長力の虜北   

庚廃への投資を戯彪彪にぎめ、ノ野居の夢を一つ一つ期Lつつ、芽力箇の成長力を  

虜化す嵩。これ仁より、屠窟や人口威少者の劇紛を房膠L、β本の底力を発揮きせ、中屋  

棚窮成長を軌、安定l＃会の真数痴わぎ、ノ夢二定が好好を実感できる腰′芳彦会  

をβ辟すこ  

1．成長戦略の推進   

屋点βク・具申彪を投資、脚をフbジ工クトの二者行、働密教署を兵膠L、慮瀞  

舶需要餌と中長貞軌秒な成長力窟此の上＝屋の厨当ノ芽岸石ため、／槻斉成長戯膠  

改訂嫁ノイを基超とLた／二乗潮艶晩／∫筈を穿行す憲。多年度を忍野仁スれた鬼筋を澄  

めることとL、平成2／年度にお〝石原静の顔厨を本年度二者夏でに行い、それあ好まjT平  

ノ好ヱ2年度以犀の膀あ古顔L鹿超す名。  

（1）低炭素革命  

○太陽光発電・省エネ世界一プラン（2020年頃に再生可能エネルギーの対最終エ   

ネルギー消費比率を世界最高水準の20％程度へ、太陽光発電を20倍程度へ）、   

エコカー世界最速普及（2020年に新車販売の5割へ）、低炭素交通・都市革命、   

資源大国実現プランを推進する。  

＜主な施策＞  

・太陽光発電の導入抜本加速、風力・小水力等再生可能エネルギーの利用推進、  

建築物のゼロエミッション化の加速的展開、温室効果ガス排出の少ない省エネ  

機器等の加速的普及、国内クレジット制度の活用、環境・エネルギー革新技術  

等の開発・実証の集中実施、環境ビジネスへの投資促進、CO2排出量の「見え  

る化」等、カーボン・オフセット6の普及。   

・次世代自動車などエコカーの需要拡大、国際競争力の強化。  

・低炭素交通機関の世界最速開発・最速普及（超電導リニア、フリーゲージトレ  

イン等）、低炭素交通インフラ整備等の集中対策（国土ミッシングリンク、スー  

パー中枢港湾・産業港湾インフラ、モーダルシフト7対策、整備新幹線等）、我  

が国高速鉄道システム等の海外展開、公共交通機関の利用促進、コンパクトで  

人と環境に優しい都市・地域づくり。  

・レアメタル等を含む製品のリサイクルシステムの構築、廃プラスチックの総資  

4 「新経済成長戦略のフォローアップと改訂」（平成20年9月19日間議決定）  

5 「未来開拓戦略」（平成21年4月17日）  

6 自らの温室効果ガス排出量のうち、削減が困難な量の全部又は一部を、他の場所で実現した温室効果   

ガスの排出削減や森林の吸収等をもって埋め合せる活動。  
7貨物輸送において、環境負荷の少ない大量輸送機関である鉄道貨物輸送・内航海運の活用により、輸   

送機関（モード）の転換（シフト）を図ること。  
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源化、先進国型シップリサイクルの推進による鉄資源の確保と低炭素化への貢  

献、アジアにおける資源循環システムの構築、森林吸収源対策など森林の整備・  

保全と木材・木質バイオマス利用の推進、世界水ビジネス市場に参入、安全を  

前提とした原子力発電及び核燃料サイクルの推進・原子力産業の国際展開の推  

進、原子力教育の推進、上流権益確保への支援強化、海洋資源の探査・開発促  

進、クリーンアジア・イニシアティブ等の推進。  

環境保全の取組によって経済を再生させる「緑の経済と社会の変革」に向け、  

低炭素社会、循環型社会、自然共生社会への移行等を推進。  

（2）健康長寿  

○介護機能強化プラン（介護雇用を3年間で30万人創出）、地域医療強化・健康   
産業創出プラン、医療・介護福祉新技術イノベーションプラン（未承認薬等の開   

発支援・承認審査迅速化、新型インフルエンザワクチンの開発・生産期間短縮等）   

を推進する。  

＜主な施策＞  

・介護人材の処遇改善に向けた取組、介護職員等の資格取得等のキャリア形成支  

援、介護基盤の緊急整備等、バリアフリー化等の推進のためのインフラの重点  

整備。  

・地域医療の再生、大学病院の機能強化、医療拠点病院の強化等、医療機関に対  

する優遇融資拡充、地域総合健康サービス産業創出プロジェクト。  

・がん等の戦略的分野における医薬品・医療機器・再生医療の開発・橋渡し・実  

用化加速国家プロジェクトの中長期的戦略に基づく推進、医薬品・医療機器の  

承認までの期間の短縮、安全対策の体制強化、世界トップレベルの新型インフ  

ルエンザ対策、生活支援ロボット等実用化の推進、医療IT化推進。  

（3）魅力発揮  

○農林漁業潜在力発揮プラン（植物工場を3年以内に3倍増）、ソフトパワー発揮   

プラン（2020年にコンテンツ輸出比率を米国並みへ）、世界に誇る観光大国実現   

（2020年までに訪日外国人旅行者数2000万人へ）、人財力強化一技術力発揮プ   

ラン、IT底力発揮戦略を推進する。  

＜主な施策＞  

・緑と水の環境技術革命、耕作放棄地解消、農山漁村IT活用総合化、食品産業  

グリーンプロジェクト、先進的モデルの実施、ものづくり技術をいかした農林  

漁業の付加価値拡大。  

・林業・木材産業の再生に向け、持続的林業経営の確立、「緑の雇用」の推進、間  

伐材の総合利用に向けた路網整備・機械化、生産・加工・流通体制の整備、国  

産材の需要拡大等を推進。力強い水産業の確立に向け、漁業収益力の向上等に  

よる燃油価格の変動等にも対応し得る持続的経営の確立、産地販売力の強化、   



漁業の就業者対策、地産地消等消費拡大、漁場の整備等を推進。  

ソフトパワーの海外展開支援、次世代著作権取引支援システムの整備、地域ソ  

フトパワー発信・活用の強化。  

国際競争力の高い魅力ある世界有数の観光地の形成、世界からのアクセス抜本  

改善（訪日査証の見直し、羽田・成田空港の機能強化、関西空港・中部空港の  

フル活用、空港入国審査待ち時間の短縮等）、日本ブランド発信強化による需要  

拡大、訪日外国人旅行者への外国語対応の強化。  

小中高校における理数教育、社会・職業への円滑な移行のためのキャリア教育・  

職業教育の強化、世界トップレベルの研究環境実現、大学等における教育研究  

の水準向上、創造性に富んだ若手研究者の育成、超小型衛星システムの開発や  

中小企業・ベンチャー等の活用による宇宙開発利用分野での新市場創造等、地  

域の産業構造の変革、雇用の安定に向けたセーフティネットの強化、人材育成  

の推進等。  

グリーンITで世界をけん引、ITを活用したリーディング産業の競争力強化  

と地域・中小企業の活性化、ITを活用した地域の活性化等、ITによるアジ  

ア知識経済圏の構築等、電子行政の加速、IT社会基盤の整備、高度IT人材  

等の育成強化、先進的デジタルネットワークの構築。  

デジタル放送の送受信対策、デジタル受信機器の普及促進、公共施設のデジタ  

ル化等、地上テレビジョン放送のデジタル化の推進を始めとするICT基盤の  

整備等の推進。  

IT戦略本部において決定する「デジタル新時代への戦略」（仮称）を早期に策  

定し、着実に施策を実施。  

国民電子私書箱（仮称）は、平成25年度までの整備を目指し、既存のシステム  

の利用を視野に社会保障番号・カード（仮称）と一体的に検討し、本年度中に  

基本構想を策定。  

「第2次情報セキュリティ基本計画」8に基づき、「セキュア・ジャパン2009」  

の施策を着実に実施し、情報セキュリティ対策を推進。  

2．アジアー世界の持続的成長への貢献  

① アジア経済倍増へ向けた成長構想等  

・アジアの経済規模が2020年に現在より倍増することを目指すとともに、世界の   

成長センターであるアジアの強みを最大限いかし、我が国がアジアとともに発   

展する道筋をつける。そのため、東アジア・ASEAN経済研究センター（E   

RIA）等が、「アジア総合開発計画」を策定するなど、アジア諸国と協力しな   

がら、我が国の国際公約に則り、アジアの広域開発を推進するとともに、アジ   

アの内需拡大に向けた制度整備等を進める。  

8「第2次情報セキュリティ基本計画」（平成21年2月3日）  
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・アジア諸国との物流面の連携強化等を図るため、新たな総合物流施策大綱を平   

成21年中に策定し、物流施策を推進する。  

・アジアの金融市場安定のため、チェンマイ・イニシアティブのマルチ化の早期   

実現など、アジア域内の金融協力強化に、ASEAN＋3諸国と緊密に連携し   

積極的に取り組む。  

・アジア諸国を中心に「法制度整備支援に関する基本方針」9を踏まえ、法制度整   

備支援を推進する。  

② ポスト京都議定書の枠組みづくりへの貢献等  

・「京都議定書目標達成計画」10及び「低炭素社会づくり行動計画」11に基づく取   

組を推進する。  

・先進国は2015年、途上国は2025年に排出量をピークアウトするとともに、2050   

年までに世界全体での半減につなげるため、我が国として2020年に2005年比   

15％削減するとの中期目標12及び2050年に60～80％削減するとの長期目標を掲   

げ、本年12月の気候変動枠組条約第15回締約国会議での、米中印等の主要排   

出国を始めとする「全員参加」型の公平で実効性ある次期枠組みの合意を目指   

し、イニシアティブを発揮する。このため、次期枠組みに責任を共有して参加   

する途上国への技術移転、革新技術や原子力の開発・適切な普及等にも力を入   

れ、今後の国際交渉に全力で取り組むとともに、低炭素革命実現ら手向け各界各   

層で一致協力した行動を進める。  

・アジア・世界の生物多様性の保全と持続可能な利用を促進するため、2010年10   

月に愛知県名古屋市で開催される生物多様性条約第10回締約国会議に向け、議   

長国としてリーダーシップを発揮する。  

③高度人材受入促進と対日投資の拡大  

・外国高度人材受入れの推進組織など体制の整備を図るとともに、「外国高度人材   

受入政策の本格的展開を」13に即し、本年秋までにアクション・プログラムを策   

定し、必要な政策を実施する。  

・「対日直接投資加速プログラム」14に則って、対日投資の拡大を進めるとともに、   

内外無差別原則の例外である外資規制の在り方について包括的検討を引き続き   

進める。  

・海外投資家の我が国金融・資本市場への投資の促進を検討する。  

④経済連携、新興国・資源国との関係強化等  

・多角的自由貿易体制の維持・強化に向け、保護主義の抑止とWTOドーハ・ラ   

ウンドの早期妥結に取り組む。民間知見を活用し、途上国の一村一品運動を支  

9「法制度整備支援に関する基本方針」（平成21年4月22日）  

10「京都議定書目標達成計画」（平成20年3月28日閣議決定）  

11「低炭素社会づくり行動計画」（平成20年7月29日間議決定）  

12省エネなどの国内での努力を積み上げて算定したもの（いわば「真水」の目標）。  

13「外国高度人材受入政策の本格的展開を」（平成21年5月29日）  

14「対日直接投資加速プログラム」（平成20年12月11日改定）   



援する。  

・経済連携協定については、「2010年に向けたEPA工程表」15に基づき、引き続   

き積極的に推進するとともに、投資協定等の締結を推進する。  

・2010年に我が国が議長を務めるアジア太平洋経済協力（APEC）において、   

地域の統合と発展に向けた新たなビジョンを示し、その実現に向けリーダーシ  

ップを発揮する。  

・中東・ロシア・中南米・アフリカ等の新興国・資源国と産業協力による重層的   

関係を強化する等、エネルギー安全保障の強化や新興市場の拡大に取り組む。  

・海外への農業投資の促進などにより、世界及び我が国の食料安全保障に資する。  

⑤ 総合的な外交力強化  

・戦略的国際協力の推進、知的交流や日本語普及を含むソフトパワー発揮等の政   

府の対外的機能につき、在外公館、マンパワー等の外交実施体制を軸に、NG   

O等外部人材の積極的活用を含め、できるだけ早期に総合的な外交力を質・量   

双方で強化する。  

・対アフリカ政府開発援助の倍増、クールアース暮パートナーシップ構築等の国   

際公約を着実に実施し、地球規模課題に対する指導力発揮、テロとの闘い、核   

軍縮等の気運の高まりを踏まえた軍縮・不拡散の推進、平和構築の人材育成や   

人間の安全保障を含め、国際社会での責任ある役割を果たす。これらの戦略的   

援助に必要な事業量を確保する。  

・円借款の更なる迅速化を図る。JICAの海外投融資業務について、開発効果   

の高い新しい需要に対応するため、早急に過去の実施案件の成功例・失敗例等   

を十分研究・評価し、本年秋を目途にJICA・関係省を中心に協議の上、き   

ちんとした執行体制を確立し、関係省によるチェック体制を整備した上で実施   

する。  

・科学技術外交及び宇宙外交を強化する。  

3．農政改革  

修若とLて‾の鰍、修好の併潜カノ、／苫山磨村のノ芳カノの三つを厚生する   

ため、屠ノ酔敦貫を虐め、居鵬致宥の新たな尾野を上野る。  

新たな「農地法」16について、生産現場等への浸透を図り、農地集積加速化事業  

等を通じて農地の面的集積を進め、多様な経営体の参入や連携を進めるととも  

に、平成23年度を目途に農業上重要な地域を中心に耕作放棄地を解消する。新  

たな構造展望を明確にするとともに、担い手の育成、農地の利用集積を進展さ  

せるための総合的な工程表を作成する。  

15「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月27日間議決定）  
16「農地法等の一部を改正する法律」（平成21年6月17日成立）  
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現在の水田農業の構造改革が遅れていること、生産調整の実施者に不公平感が  

あることを踏まえ、自給力の向上のための米政策・水田農業の在り方について  

検討を進める。世界的な食料需給のひっ迫の可能性も踏まえ、大豆・麦・米粉・  

飼料米などの定着・拡大が進むような思い切った生産振興策を検討し、早期に  

実施に移す。  

若者が農業に魅力を感じられるようにするとの観点から、生産・流通・販売の  

各段階における改革を通じて農業・農村の所得増大が図られるよう取り組む。  

農業経営体の参入促進・育成・支援に関する施策の充実を図る。  

従来の直接支援に加え、農山漁村が本来有する自然環境の保全など様々な機能  

の向上や地域社会の維持を図るための支援策について検討し、早期に実行に移  

す。  

バイオマス資源や自然エネルギー資源など農山漁村の潜在力をいかした新産業  

の創出を支援し、地域の活性化に役立てる。  

4．地域発の成長  

居カと彪β鱈のある彪好ブぐりを虐め、雌穿の成長吉男質する。   

・太陽光発電の導入加速や低炭素交通インフラ整備等の低炭素革命、地域医療再   

生等の健康長寿、農林漁業の潜在力発揮、観光大国等の魅力発揮、IT底力発   

拝戦略、といった成長戦略を地域において推進し、地域発の成長につなげてい   

く。  

・地域交通の活性化、内航海運の活性化を図るとともに、地域におけるまちづく   

りへの支援や地域の実情に応じた活性化策等を推進する。  

・離島航路・産業の再生を図るとともに、離島における子弟教育の充実や適切な   

医療の確保への取組なども含めた離島地域の実情に応じた活性化策等を積極的   

に推進する。  

・商店街が地域コミュニティの担い手として重要な役割を果たすことを踏まえ、   

空き店舗利用、地域資源活用等による商店街活性化の取組を積極的に推進する。  

・住宅・建築物の耐震化、長寿命化等の促進、既存住宅の流通促進など住宅スト   

ックの有効活用、資金調達の円滑化等により、住宅投資の活性化、離職者の居   

住安定確保等を図る。  

・地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、地方分権改革を着実に推進する。  

・地方分権改革の推進とあいまって、「地方再生戦略」17等に基づき、地域の人材   

力強化、地域力の創造等に取り組む。  

・「定住自立圏構想」18により定住を促進する取組を、各府省連携して推進する。  

17「地方再生戦略」（平成20年12月19日改定）  

18「定住自立圏構想」（平成20年5月23日）  
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現行「過疎法」19の失効を控え、厳しい現状を踏まえた新たな過疎対策に取り組  

む。  

経済情勢を踏まえた地方財政計画の策定等を通じ、地方団体の安定的な財政運  

営に必要となる地方税、地方交付税等の一般財源の総額を確保する。  

直轄事業について検討を行い、情報開示の充実等必要な措置を講ずる。  

地方分権改革の推進を図った上で、「道州制基本法」（仮称）の制定に向けて、  

内閣に「検討機関」を設置する。  

力強い子どもの成長を支える子ども農山漁村交流プロジェクトを着実に推進し、  

都市と農山漁村の共生・対流の推進を図る。  

5・中小企業の活性化と研究開発の強化  

（D 中小企業の活性化   

・ものづくり基盤技術や次世代産業を支える技術の開発、人材の育成・活用など  

による雇用のミスマッチ解消、国内外市場の販路開拓、経営や事業再生の支援、  

「独占禁止法」20、「下請法」21等による取締り強化等を通じて、中小企業を総  

合的に支援する。   

・資金繰り対策に万全を期するほか、ダンピング対策の充実等を図り、官公需の  

受注機会の確保に配慮する。また、「小規模企業共済制度」を拡充する。   

② 研究開発の強化等   

・将来のイノベーションの源泉となる基礎科学力強化や出口を見据えた研究開発  

の促進に取り組む。また、「研究開発力強化法」22等に基づき、産学官連携の強  

化、研究成果の実用化促進、研究支援体制強化、多様な人材の育成を図るとと  

もに、次期科学技術基本計画の策定に向けた検討を進める。   

・我が国を代表する研究者が研究に専念できる新たな研究者最優先の支援制度等  

により、世界最先端の研究開発を推進し、基礎研究も含め我が国の研究開発力  

や国際競争力の強化を図る。   

・革新的な環境・エネルギー技術や先端医療技術、デジタル技術、新型インフル  

エンザ等感染症対策、防災対策、気候変動対策等、成長力強化と安全・安心確  

保につながる研究開発を推進する。産学官連携の拠点形成を通じた科学技術に  

よる地域活性化やグローバルな研究開発の拠点形成等のイノベーション創出に  

向けた取組を推進する。  

「第3期知的財産戦略の基本方針」23に基づき、グローバルな知財戦略を推進す  

19「過疎地域自立促進特別措置法」（平成12年法律第15号）  

20「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和22年法律第54号）  

21「下請代金支払遅延等防止法」（昭和31年法律第120号）  

22「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関   

する法律」（平成20年法律第63号）  

23「第3期知的財産戦略の基本方針」（平成21年4月6日）  
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る。  

「宇宙基本計画」24に基づき、研究開発力を高めつつ、利用重視の政策に転換  

するとともに、国民生活の向上、安全保障の強化、産業育成、国際協力の推進、  

環境の保全等を図るため、利用システム・研究開発プログラム等の施策を推進  

する。  

海洋資源の開発・利用等「海洋基本計画」25に基づく施策を総合的に推進する。  

6．規制・制度改革  

成長力の虜此仁ノ可げr、虜紺■戯度改革に原ゲ忍んでいぐ必要があ名。新たな彦  

。若イ墟術仁より屈筋争カを虜此L、摺の需要と願の船に．資するよラ、働   

孜露檻遭のためのβか卒紺「岸讃二彦ソノ彗箭に潜っ丁屏痙i抒に原ダガむととるに、   

虜推賞に厨仔する鹿動軌畝野の虜窟の窟此筈により、虜瀞・制度扱者の臭効摩の   

席上をノ野る。  

ライフサイエンス分野等の新事業創出が見込まれる革新的なテーマについて、  

資金面での支援に加え、規制了制度改革要望に係る検討・支援を行う。  

医師と看護師等の間の役割分担の見直し（専門看護師の業務拡大等）について、  

専門家会議で検討を行い、平成21年度中に具体策を取りまとめる。  

IT利活用促進のための重点点検を平成21年中に実施し、その結果を踏まえ、  

所要の措置を講ずる。  

休暇の取得・分散化を促進するため、内閣官房と観光庁は、関係省庁、経済界、  

労働界、教育界と連携して具体的な検討を行い、今秋までに結論を得る。  

規制改革会議がその設置期限を迎えることから、今後の推進体制について検討  

することとし、平成21年度中に成案を得る。  

24「宇宙基本計画」（平成21年6月2日）  

25「海洋基本計画」（平成20年3月18日間議決定）  

26「規制改革推進のための3か年計画（再改定）」（平成21年3月31日閣議決定）  
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窟β卓 安定l＃会の顛   

安心＃会の二宕労のために、＃会鹿野の靡鹿窟此一腰率此と虐：屏を廊∠Lた生者安   

心鹿野の，牢撮碧を虐める。その財源仁つい丁ぱ、厨7卓 4．「2ノの嘉一木方針仁霹   

つ丁窟探する。夏た、ノ滞貨者上酔夢を潜めとする安全・．生′芳の窟尿筈、戯野・願・   

一着安若や教育の層二生仁原り潜む。  

1．生活安心保障の再構築  

（1）安心社会とは  

「安心社会」とは、国民が活き活きと働く機会が確保され、働くことが報われ  

る公正で活力ある社会であり、また、人が助け合い、いたわり合い、支え合う  

社会である。こうした安心社会を実現するためには、現役世代支援も含めて、  

全生涯・全世代を通じての「切れ目のない生活安心保障」を再構築する必要が  

ある。  

このため、持続可能性を確保しながら、社会保障の機能強化・効率化を図るこ  

とにより、高齢者施策を中心とする社会保障の「ほころび」に対応する。加え  

て、人生前半の安心保障について、若年層の雇用を軸とした生活安心保障を再  

構築するとともに、子どもの成長過程や生活に対応して少子化対策を抜本的に  

拡充し、社会の「安心」と「活力」を両立させる必要がある。  

（2）安心社会実現の道筋   

・上記の生活安心保障を再構築する取組を、中期的に下記の3つの局面に沿って  

同時に進める。その際、新たな費用負担を伴う施策については、国民の納得が  

得られるよう税制抜本改革を実施する前までに、改革内容や費用額を具体的に  

明らかにする。あわせて、格差の是正・固定化防止等の政策で、少子化対策に  

含まれる政策については、「中期プログラム」の枠内での確立・制度化を検討する。   

① 安心再構築局面（2009年度～2011年度頃）  

この期間においては、優先課題の着実な実施と安心基盤の設計を行う。  

「中期プログラム」で示された社会保障の機能強化・効率化のうち、2011年度  

までに実施すべき重要事項については、先般成立した平成21年度第1次補正予  

算27で対処することとなっている優先課題など（別紙1参照）を軸に、着実に実  

行に移す。   

・上記社会保障の機能強化・効率化のうち、2010年代半ばに向けた取組について  

は、税制抜本改革の検討にあわせて、「中期プログラム」の別添工程表で示され  

た諸課題（別紙2参照）を軸に検討を進め、対応策の具体化を行う。  

・子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）について、財源確  

27「平成21年度一般会計補正予算（第1号）」（平成21年5月29日）  

13   



保方策とあわせ、制度設計の論点を含めて検討する。  

・幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供、財源確保方策とあ   

わせた幼児教育の無償化について総合的に検討する。  

・雇用・生活保障セーフティネット（職業能力開発と一体となった求職者の所得   

保障）の整備・改善の財源の在り方を含めた検討、職業訓練やジョブ・カード   

制度の拡充、高等教育における職業適性診断等職業指導の推進、国と地方の連   

携による地域のニーズに対応した職業能力開発の実施、非正規雇用から正規雇   

用への転換促進、非正規雇用の待遇格差の是正（社会保険の適用拡大など）、仕   

事と生活の調和の推進など、雇用を軸とした生活安心保障政策の再構築を行う。  

・高齢者医療制度について、高齢者の心情等に配慮しつつ、より良い制度への見   

直しを着実に進める。  

・高額療養費制度等について、患者負担の現状や医療保険財政の状況等を踏まえ   

つつ、その在り方を検討する。  

・住まい・まちづくりと連動した単身高齢者等への支援（都市部を始めとするケ   

ア付き住宅や介護施設・拠点の整備、日常生活・見守りの支援、住替えの支援   

等）を強化する。  

② 安心回復局面（2011年度頃～2010年代半ば）  

この期間においては、持続可能な財政構造の確立にあわせて、安心基盤を重点   

的に整備する。  

・安定財源を確保した上で、2015年までの「医療・介護及び子育てサービス・人   

材整備」目標を実現する。  

・幼児教育、保育のサービスの充実・効率化・総合的な提供を推進する。  

・子育て等に配慮した低所得者支援策（給付付き税額控除等）の検討を踏まえた   

対応、所得課税や資産課税の見直しを通じた格差是正を行う。  

・修学困難な高校生・大学生への公平な教育機会の確保のための制度（授業料減   

免等教育費負担の軽減）の質的充実・拡大、若年層の人材投資（留学・研修へ   

の支援）の拡充を行う。  

③安心充実局面（2010年代半ば～2020年代初め）   

この期間においては、団塊世代が年金生活に入る本格的な高齢時代到来も踏ま   

えながら、各世代に対応したきめ細やかな以下の施策を通じて、安心の充実を   

図る。  

・若者世代：国際性や専門性が発揮できるような集中的な人材投資。  

・子育て世代：少子化傾向の反転につながる充実した子育てと就労の両立支援策。  

・働き盛りの中年世代：地域参加とリカレント教育（社会人に対する再教育）等   

を通じた複線化したキャリアパスの形成支援。  

・高齢世代：雇用や地域活動への参加機会の確保等を通じた「生涯現役社会」の   

促進、地域の中での生活支援・介護体制の整備。  
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（3）安心社会に向けての行政基盤の強化   

・安心社会に向けた行政基盤を強化するため、国民への総合的なサービスの提供、  

閣僚主導にふさわしい規模、地方分権の徹底、官民挙げた人材の投入などの視  

点を踏まえ、現行の行政組織の見直し・再編へ向けた検討を行う。   

・子育て支援、仕事と子育ての両立などの「少子化対策」や、困難を抱える子ど  

も・若者を助け、自立させるための対策を始めとする各般の「子ども・若者支  

援策」を総合的に推進するため、内閣府の体制を強化する。  

2．安全■生活の確保等  

（D消責者政策等  

・消費者庁を創設するとともに、地方の相談窓口の充実や消費者教育の一体的な   

取組を図るなど、消費者行政を推進する。  

・公文書管理法制を確立し、国立公文書館を中心に公文書管理の体制を整備する。  

・輸入食品の監視等、食品の安全性の確保に係る取組を推進する。  

・契約内容の適正化等安心して民間賃貸住宅等に居住できる市場環境を整備する。  

② 生活支援等  

・障害者の生活支援や就労支援、雇用維持・拡大等の施策を進めるとともに、「自   

立支援法」28を見直す。  

・児童相談所の機能強化等児童虐待防止対策の強化を図る。  

・生活困窮者、失業者等に対する相談支援を推進する。  

・男女共同参画センターや女性センターなどによる女性のライフコースを通じた   

相談やネットワーク構築の推進を支援する。また、女性の就業支援を推進する。  

・子ども等への日本語指導等を含めた定住外国人への支援を推進する。  

・公的賃貸住宅への子育て支援施設の併設等を推進する。  

・生涯を通じて歯及び口腔の健康を保持する社会を目指し、8020運動29を推進す  

る。  

・がんの総合的な対策を講ずるとともに、難病対策を推進する。原爆被爆者対策   

を総合的に推進する。  

・新型インフルエンザ対策について、これまでの取組状況も踏まえ、国際的な協   

力も含め、万全の対応を図る。  

・子どもの健康と環境に関する研究の推進等、国民の安心を環境面で確保する。  

28「障害者自立支援法」（平成17年法律第123号）  

2980歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目標とした歯科保健の普及啓発活動。  
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3．防衛・防災・治安等  

① 防衛  

・北朝鮮による‘ミサイル発射、核実験など厳しさを増す安全保障環境に適切に対   

処するとともに、任務の多様化・国際化への対応を図るため、人的基盤や情報   

機能の重要性も踏まえつつ、「防衛計画の大綱」30の修正等の検討を進め、国の   

諸施策との調和を図る中で、効率的な防衛力の整備を着実に推進する。  

・米軍再編関連措置を着実に進める。  

・選択と集中の考え方の下、真に必要な防衛生産・技術基盤の確立に努めるとと  

もに、防衛調達等の改革を実施する。  

② 防災  

・集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、大規模地震、大規模水害・   

土砂災害、津波・高潮、豪雪、火山噴火等への防災・減災対策、渇水対策、社   

会資本ストックの予防保全対策、消防を戦略的・重点的に実施する。災害時等   

の安全な通行を確保するための道路整備、学校等の耐震化について、引き続き   

推進する。  

・「宇宙基本計画」及び「地理空間情報活用推進基本計画」31に基づき、衛星によ   

る測位・監視技術等の活用による災害・安全保障情報の迅速な提供等を推進する。  

・地籍整備を推進する。  

③ 治安等  

・「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」32を進め、「世界一安全な国、   

日本」を目指す。また、犯罪の見逃し防止及び公衆衛生の向上のため、法整備   

に向けた動きも踏まえつつ、死因究明制度に係る施策を着実に推進する。  

・海賊対策、海上保安の確保等海洋の安全、密輸阻止等の水際対策を推進する。  

・「第8次交通安全基本計画」33に基づく取組を推進し、今後10年間で交通事故   

死者数の半減を目指す。また、「地域自殺対策緊急強化基金」の活用などを通じ、   

自殺対策を強化する。  

・「官邸における情報機能の強化の方針」を踏まえ、内閣の情報機能を強化する。  

・「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第2次行動計画」等を着実に実   

施する。  

・北方領土隣接地域の特殊事情等にかんがみ、交流等事業、隣接地域の振興、後   

継者の育成等を推進する。  

・司法制度改革の一環として、裁判員制度の円滑な実施・定着及び日本司法支援   

センターの業務と体制の充実を図る。  

・地域の暮らしを守る鳥獣被害対策を着実に推進する。  

30「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成16年12月10日間議決定）  

31「地理空間情報活用推進基本計画」（平成20年4月15日間議決定）  

32「犯罪に強い社会の実現のための行動計画2008」（平成20年12月22日）  

33「第8次交通安全基本計画」（平成18年3月14日）  
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4．教育の再生  

「教育基本法」34の理念を実現し、公平な教育機会を確保するため、公教育の質  

の向上を図る。そのため、「教育振興基本計画」35等に基づき、①初等中等教育  

については、新学習指導要領の円滑な実施、幼児教育、特別支援教育、国語教  

a, 外国語教育、徳育や読書・体験活動の充実、「スクール・ニューディール」  

構想の推進、教員が一人一人の子どもと向き合う環境づくり、教職員定数の適  

正化や多様な手段を通した学校のマンパワーの充実、学校の事務負担軽減、教  

育的観点からの学校の適正配置、②高等教育については、国際的に開かれた大  

学づくり、高等教育の教育研究基盤の充実、競争的資金の拡充などの新たな時  

代に対応した教育施策に積極的に取り組む。  

安心して教育が受けられる社会の実現に向けて、各学校段階の教育費負担に対  

応するため、所要の財源確保とあわせた中期的な検討を行いっつ、当面、軽減  

策の充実を図る。  

スポーツが人間形成に重要な役割を果たすことにかんがみ、武道教育の推進や、  

スポーツ立国を目指し、オリンピック等の招致、国際競技力の向上、地域スポ  

ーツの振興、これらのための体制の充実などを推進する。「青少年育成施策大綱」  

に基づく青少年の健全育成や、「食育推進基本計画」36に基づく食育を推進する。  

日本文化の発信や文化財の保存・活用、子どもの文化芸術体験など文化芸術を  

振興するため、総合的な施策を推進する。  

34「教育基本法」（平成18年法律第120号）  

35「教育振興基本計画」（平成20年7月1日間議決定）  

36「食育推進基本計画」（平成18年3月31日）  
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貫4＿章 今度の鰍置皆の在り．方  

／錮 中；静ン貨青伍／との紛－ら、今度の棚を行ラ。  

1．平成22年度予算の基本的考え方  

（1）今後の経済動向と当面の経済財政運営の考え方   

・我が国経済は、雇用情勢の一層の悪化が懸念されるものの、輸出や生産に明る  

い動きが見られ、「経済危機対策」を含む累次の景気対策の着実な実施により、  

景気は底割れが回避され、先行きは緩やかに持ち直していくことが期待される。   

・平成22年度においては、世界経済の改善に応じて外需が回復するとともに、対  

策の効果が引き続き発現し、民需の持ち直しの動きが徐々に進展していくこと  

が見込まれ、景気の回復が確かなものとなることが期待される。   

・しかしながら、雇用の大幅な調整、物価の下押し圧力によるデフレ懸念、世界  

の景気後退長期化のおそれ等の我が国経済を下振れさせるリスクが存在するこ  

とに留意する必要がある。   

・政府は、引き続き景気回復を最優先で進める。「経済危機対策」においては、多  

年度を視野に入れ、時宜を得た様々な施策を講ずることとしており、これらを  

着実に実施することにより景気を回復させるとともに、中長期的に、日本経済  

の成長力を高めていく。また、本「基本方針2009」に基づき、安心と活力を両  

立させる国づくりへの取組を加速する。   

・経済危機的状況に照らし、果断な対応を適時適切に図る。   

（2）平成22年度予算の方向   

・平成22年度予算は、持続的な経済成長と財政健全化の両立を図る上で重要な予  

算である。「基本方針2006」等37を踏まえ、無駄の排除など歳出改革を継続しつ  

つ、安心・安全を確保するために社会保障の必要な修復をするなど安心と活力  

の両立を目指して現下の経済社会状況への必要な対応等を行う。  

（安心と活力のための予算編成）   

・上記の基本姿勢に沿って、昨年度とは異なる概算要求基準を設定し、メリハリ  

の効いた予算編成を行う。   

・経済社会状況への対応等として、「第1章 4．（3）当面の『最優先課題』」と  

ともに、「第2章 成長力の強化」、「第3章 安心社会の実現」に述べた取組を  

推進する。そのため、予算面において所要の対応を行うことを含め、予算配分  

37「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年7月7日閣議決定）、「経済財政改革の   

基本方針2007」（平成19年6月19日閣議決定）、「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月27   

日間議決定）等  
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の重点化・効率化を行う。  

・各府省の予算要求に当たっては、成果目標を掲げ、事後評価を十分に行い、予   

算の重点化に活用するなど、PDCAサイクルを着実に実施する。  

（3）新たな行政改革の取組   

・不断の行政改革の推進と無駄排除の徹底を継続していく。   

・簡素にして温かい政府を創るため、「量の改革」とともに、政府全体としての具  

体的な取組方針38に基づく「質の改革」を進める。   

・国民全体の奉仕者として、責任を自覚して職務を遂行する等のため、国家公務  

員制度改革を着実に実行する。   

・新たな定員合理化計画（5年間で10％以上）を策定するとともに、「出先機関改  

革に係る工程表」39に沿って出先機関の事務・権限の移譲に伴う人員の地方移管  

等を進めるための取組を行う。   

・人事院に対し、今夏勧告時に地域別官民給与の実態を公表し、その状況も踏ま  

えつつ、俸給表水準について必要な見直しを検討するよう要請40している。   

・独立行政法人について、 来年度に中期目標期間が終了する統合予定法人の見直  

しを前倒す等により、「独立行政法人整理合理化計画」41を確実に実施する。   

・独立行政法人、特殊法人等、国と特に密接な関係を持つ公益法人等における役  

員の報酬・退職金について、「公務員制度改革大綱に基づく措置について」等42  

の趣旨を踏まえ点検を行う。   

・重要対象分野である地震対策及び医師確保対策の政策評価を推進する。  

38「『質の行政改革』に関する取組方針」（平成21年6月19日）  

39「出先機関改革に係る工程表」（平成21年3月24日）  

40「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成20年11月14日間議決定）  

41「独立行政法人整理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）  

42「公務員制度改革大綱に基づく措置について」（平成14年3月29日）、「独立行政法人整理合理化計   

画」（平成19年12月24日間議決定）、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日間議決定、平成  
18年6月16日一部改正）、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成20年11月14日閣議   

決定）、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成8年9月20日閣議決定、平成18年8月15日   

一部改正）  

19   



2．財政健全化目標  

醐、中雛青免／との方：針の下二度済成長や＃会脚虔を棚可彫   

をるのと〆るため、以下のβ窟を屠／犬鰯全此の掘き題必る。  

財政の持続可能性を確保するため、財政健全化目標の基本として国・地方の債  

務残高対GDP比を位置付け、これを2010年代半ばにかけて少なくとも安定化  

させ、2020年代初めには安定的に引き下げる。  

このため、今後10年以内に国・地方のプライマリー・バランス43黒字化の確実  

な達成を目指す。さらに、我が国の債務残高が他国に類例を見ないほどの高い  

水準にあることから、利払い費を含む財政収支の均衡を視野に入れて、収支改  

善努力を続ける。  

当面の経済財政運営に当たっては、まずは景気を回復させ、5年を待たずに国・  

地方のプライマリー㌧ベランス赤字（景気対策によるものを除く）の対GDP比  

を少なくとも半減させることを目指すが、この目標については、現下の世界経  

済等の流動的要素にかんがみ、時宜に応じた検証を行う。  

43プライマリー・バランスは、基礎的（初期的）財政収支を意味する。  
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「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題のうち2011年度までに実施する重要事項  

共 通  

社会保障番号・カード（仮称）を2011年度中を目途に導入する。それに向け、省庁横断  

的な検討や実証実験の結果を踏まえた制度設計を行う。  

あわせて、番号・カードを活用した社会保障サービスの向上・創設の検討を行う。  

医療・介  

（医 療）  

・地域医療再生のため、5年間程度の基金を都道府県に設置し、地域全体での連携の下、   

計画に従って、以下の事業を地域の実情に応じて実施して、地域医療再生・強化を図る。  

（平成21年度第1次補正予算）  

－ 医療機能連携のための施設・IT基盤の整備   

一 医療機関の役割分担・機能分化の推進   

一大学病院等と連携した医師派遣機能の強化   

一医師事務作業補助者の配置 等  

・2013年度からの都道府県医療計画の改定に向け、急性期医療の新たな指針を作成する。  

・2010年度に見込まれる診療報酬改定において、 「選択と集中」の考え方に基づき、診療  

報酬の配分の見直しを行うとともに、救急、産科等の体制強化などの方策を検討する44。  

・地域間、診療科間、病院・診療所間の医師の偏在を是正するための効果的な方策及び医   

師等人材確保対策を講ずる。  

・看護師等の専門性を更に高めるとともに、医師と看護師等との役割分担が可能な行為を  

一層明示・普及し、業務範囲と責任の所在を明確にしつつ、チーム医療・役割分担を積  

極的に推進する。  

医療新技術に対応するための革新的医薬品等の開発支援を行う。（平成21年度第1次補  

正予算）   

－がん、小児等の未承認薬等の開発支援、審査の迅速化を図る。   

一新型インフルエンザ対策のため、全国民分のワクチン開発・生産期間を大幅に短  

縮する体制（現在1年半～2年→約半年）を5年以内に整備する。  

後発医薬品の使用促進等、医療の効率化を進める。  

「規制改革推進のための3か年計画（再改定）」を踏まえ、2011年度当初までのレセプ  

トの原則完全オンライン化を進める。  

44診療報酬点数の設定に関しては、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において策定される「診   

療報酬改定の基本方針」に基づき、中央社会保険医療協議会への諮問・答申を経て行われる。  
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（介 護）  

・デイサービスセンター等を併設した公的賃貸住宅の整備などを進める。  

・特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症高齢者グループホーム等の緊急整備を進め   

る。（平成21年度第1次補正予算）  

・2009年度のプラス3．0％の介護報酬改定による介護従事者の処遇改善を図る。  

・介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対し助成を行う。（平成21年度第1次禰正予算）  

・介護経験のない離職者等に対する職業訓練、潜在的有資格者の再就職支援、現に働く介  

護人材の資格取得等のキャリアアップ支援などを行う。（平成21年度第1次補正予算）  

・2009年度の介護報酬改定の事後検証も踏まえ、介護報酬の在り方について、望ましい地   

域包括ケアの観点から検討を進める。  

（医療と介護の連携）  

・医療と介護が連携したサービスを提供するための診療報酬と介護報酬の同時改定（2012   

年度見込）に向けた検討を進める。  

少子化対策  

これから子どもを産み育てることを望むあらゆる世帯に対応した新しい子育て支援制  

度の在り方の検討を進め、税制改革の動向を踏まえつつ、必要な法制上の整備を図る。  

「安心こども基金」（2010年度まで）等により、保育所・放課後児童クラブの整備、家  

庭的保育、′j、規模保育など保育サービスの提供手段の多様化・供給拡大を進めるととも  

に、放課後子どもプランを推進する。  

一時預かりサービスの利用助成と普及、地域子育て支援拠点等の基盤整備など、すべて  

の子ども・家庭を対象とする子育て支援サービスの整備を進める。（平成21年度第1次  

補正予算）  

社会的養護等の特別の支援を必要とする子ども達等へのサービスを拡充する。（平成21  

年度第1次補正予算）  

妊婦健診への公費負担を通常必要とされる14回程度まで拡充する。（平成20年度第2次  

補正予算45）  

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及びその「行動指針」に基づい  

た取組を推進する。  

「育児・介護休業法」46の改正及び「次世代育成支援対策推進法」47の改正を踏まえ、  

企業における仕事と家庭の両立を進める。  

これらの取組を踏まえつつ、年内を目途に新しい「少子化社会対策大綱」を策定する。  

45「平成20年度補正予算（第2号）」（平成21年1月27日）  

46「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成3年法律第76号）  

47「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号）  
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「中期プログラム」の別添工程表で示された諸課題への対応策の具体化  

2010年代半ばに向けた取組の方向   
左記実現のために税制抜本改革を  

実施する前に具体案を検討すべき事項   

年 金  ・低年金・無年金者対策の推進   ・保険料免除制度の見直し、受給資格  

・在職老齢年金制度の見直し   期間の見直し、厚生年金適用拡大、  

・育児期間中の保険料免除 など   保険料追納の弾力化  

・就労する高齢者への年金支給停止の  

在り方  

・育児期間中の保険料免除の対象者の  

範囲   

医療・介護  （医療）   ・2015年における、急性期医療の職員  

・急性期医療の機能強化、在宅医療等  配置、医療・介護のマンパワー 数、  

地域で支える医療・地域連携の強化  機能別の病床数、救命救急センター  

・医師と看護師等との役割分担の推進  数、ICUベッド数、平均在院日数、  

・新技術、効率化への対応 など   一人当たり病院医師の業務量減、居  

（介護）   宅サービス・介護保険施設等の介護  

・介護サービス基盤の強化、地域包括  サービスの量、などわ目標（「医療・  

ケアの実現  介護サービス・人材整備目標」）   

・介護従事者の確保・定着支援など  

少子化対策  ・これから子どもを産み育てることを  ・2015年における、保育所・家庭的保  

望むあらゆる世帯に対応した新しい  育・企業内保育所・認定こども園の  

子育て支援制度の導入と、その下で  定数、保育士数、放課後児童クラブ  

の給付・サービスの抜本的拡充   数、一時預かりサービス拠点数、地  

・すべての子ども・家庭を対象とする  域子育て支援拠点数、などの目標  

一時預かりサービスの充実や地域子  

育て支援拠点の整備など   

子‾：ニ‥   



平成22年度一般歳出の概算要求基準の考え方  

（参考）22年度概算要求基準の増減績   

年金・医療等の経費  ＋10．900億円   
公共事業関係費  ▲2．100億円   
その他経費  ▲1，400億円   
経済危機対応等特別措置＋3，500億円   
経済緊急対応予備費  ▲3．500億円   
特殊要因加減算等  特殊要因加減算等  ＝000億円  

合  計  十9，400億円   

※ 「経済危機対応等特別措置」とは、経済社会状況への対応等として「基本方針2009」の   
第1章4．（3）「当面の「最優先課題」」、第2章「成長力の強化」、第3章「安心社会の実現」   
等に掲げられたもののうち、緊急性や政策効果が特に高い施策に必要な経費として加算す   
るもの。  



㌻ニ∴三；＿  

持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた  

「中期プログラム」  
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Ⅰ．景気回復のための取組  

（1）世界経済の混乱から国民生活を守り、2008年度を含む3年以内の   

景気回復を最優先で図る。このため、政府・与党においては、景気回   

復期間中に、減税措置及び定額給付金を税制抜本改革を前提に時限   

的に行うことを含め、累次の景気対策（安心実現のための緊急総合   

対策、生活対策、生活防衛のための緊急対策及び経済危機対策）を   

着実に実施する。特に、景気後退の影響が大きい雇用、企業の資金   

繰り、生活者支援等の面で、様々な政策手段を適切に活用しながら、   

最大限の努力を傾注する。また、政府は日本銀行と一体となって適   

切な経済運営に万全を期す。  

（2）あわせて、世界の潮流変化を先取りした経済成長の実現に向け、   

日本の底力を最大限に発揮させる「未来開拓戦略」等を推進する。  

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保  

安心強化の3原則   

原則1．中福祉・中負担の社会を目指す。   

原則2．安心強化と財源確保の同時進行を行う。   

原則3．安心と責任のバランスの取れた安定財源の確保を図る。  

1．堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度の構   

急速に進む少子・高齢化の下で国民の安心を確かなものとするため、  

我が国の社会保障制度が直面する下記の2つの課題に同時に取り組み、   



堅固で持続可能な「中福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。  

（1）「社会保障国民会議最終報告」（2008年11月4日）などで指摘さ   

れる社会保障制度の諸問題や「中福祉」のほころびに適切に対応し、   

その機能強化と効率化を図ることにより 

の高い「中福祉」を実現する。  

（2）社会保障制度の財源（保険料負担、公費負担及び利用者負担）の   

うち、公費負担については、現在、その3分の1程度を将来世代へ   

のつけまわし（公債）に依存しながら賄っている。こうした現状を   

改め、必要な給付に見合った税負担を国民全体に広く薄く求めるこ   

とを通じて安定財源を確保することにより、堅固で持続可能な「中   

福祉・中負担」の社会保障制度を構築する。  

2．安心強化と財源確保の同時進行   

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、  

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策について、基礎年金  

の最低保障機能の強化、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付・  

サービスの強化な、ど機能強化と効率化を図る。このため、別添の工程  

表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検討を進  

め、確立・制度化に必要な費用について安定財源を確保した上で、段  

階的に内容の具体化を図る。  

3．安心と責任のバランスの取れた財源確保  

（1）社会保障安定財源については、給付に見合った負担という視点及   

び国民が広く受益する社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に   

分かち合う観点から、消費税を主要な財源として確保する。これは   

税制抜本改革の一環として実現する。  

（2）この際、国・地方を通じた年金、医療、介護の社会保障給付及び   

少子化対策に要する公費負担の費用について、その全額を国・地方   

の安定財源によって賄うことを理想とし、目的とする。  

このため、2010年代半ばにおいては、基礎年金国庫負担割合の2  
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分の1への引上げに要する費用をはじめ、上記2．に示した改革の  

確立・制度化及び基礎年金、老人医療、介護に係る社会保障給付に  

必要な公費負担の費用を、消費税を主要な財源として安定的に賄う  

ことにより、現世代の安心確保と将来世代への責任のバランスを取  

りながら、国・地方の安定財源の確保への第一歩とする。   

具体的には、上記の社会保障給付及び少子化対策に要する費用の  

状況や将来見通し、財政健全化の状況等を踏まえて、税制の抜本改  

革法案の提出時期までに、その実施方法と合わせて決定する。  

Ⅲ．税制抜本改革の全体像  

経済状況の好転後に実施する税制抜本改革の3原則   

原則1．多年度にわたる増減税を法律において一体的に決定し、そ  

れぞれの実施時期を明示しつつ、段階的に実行する。   

原則2．潜在成長率の発揮が見込まれる段階に達しているかなどを  

判断基準とし、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる  

仕組みとする。   

原則3．消費税収は、確立・制度化した社会保障の費用に充てるこ  

とにより、すべて国民に還元し、官の肥大化には使わない。  

1．税制抜本改革の道筋  

（1）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置や  

年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化対策に要する費用の見   

通しを踏まえつつ、2008年度を含む3年以内の景気回復に向けた集   

中的な取組により経済状況を好転させることを前提に、消費税を含   

む税制抜本改革を2011年度より実施できるよう、必要な法制上の措   

置をあらかじめ講じ、2010年代半ばまでに段階的に行って持続可能   

な財政構造を確立する。なお、改革の実施に当たっては、景気回復  

過程の状況と国際経済の動向等を見極め、潜在成長率の発揮が見込   

まれる段階に達しているかなどを判断基準とし、予期せざる経済変   

動にも柔軟に対応できる仕組みとする。  
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（2）消費税収が充てられる社会保障の費用は、その他の予算とは厳密   

に区分経理し、予算・決算において消費税収と社会保障費用の対応   

関係を明示する。具体的には、消費税の全税収を確立・制度化した   

年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化対策の費用に充てる   

ことにより、消費税収はすべて国民に還元し、官の肥大化には使わ   

ない。  

2．税制抜本改革の基本的方向性   

社会保障の安定財源確保を始め、社会における様々な格差の是正、  

経済の成長力の強化、税制のグリーン化など我が国が直面する課題に  

整合的かつ計画的に対応するため、下記の基本的方向性により更に検  

討を進め、具体化を図る。  

（1）個人所得課税については、格差の是正や所得再分配機能の回復の   

観点から、各種控除や税率構造を見直す。最高税率や給与所得控除   

の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給   

付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的取組の中で子   

育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討する。金融所   

得課税の一体化を更に推進する。   

（2）法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化   

の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、   

課税ベースの拡大とともに、法人実効税率の引下げを検討する。   

（3）消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを   

明らかにする観点から、消費税の全額がいわゆる確立・制度化され   

た年金、医療及び介護の社会保障給付と少子化対策に充てられるこ   

とを予算・決算において明確化した上で、消費税の税率を検討する。   

その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等総合的な   

取組みを行うことにより低所得者の配慮について検討する。   

（4）自動車関係諸税については、税制の簡素化を図るとともに、厳し   

い財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び   

暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討   

する。   



（5）資産課税については、格差の固定化防止、老後扶養の社会化の進   

展への対処等の観点から、相続税の課税ベースや税率構造等を見直   

し、負担の適正化を検討する。   

（6）納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上と課税   

の適正化を図る。   

（7）地方税制については、地方分権の推進と、国・地方を通じた社会   

保障制度の安定財源確保の観点から、地方消費税の充実を検討する   

とともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在   

性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進める。  

（8）低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。  

Ⅳ．今後の歳出改革の在り  

歳出改革の原則   

原則1．税制抜本改革の実現のためには不断の行政改革の推進と無  

駄排除の徹底の継続を大前提とする。   

原則2．経済状況好転までの期間においては、財政規律を維持しつ  

つ、経済情勢を踏まえ、状況に応じて果断な対応を機動的  

かつ弾力的に行う。   

原則3．経済状況好転後においては、社会保障の安定財源確保を図  

る中、厳格な財政規律を確保していく。  

（1）経済状況が好転するまでの期間においては、景気回復と財政健全化   

の両立を図る観点から、財政規律を維持しつつ、経済情勢を踏まえて、   

状況に応じて果断な対応を機動的かつ弾力的に行う。  

（2）経済状況が好転した以降においては、社会保障の安定財源確保に向   

けて消費税を含む税制抜本改革を実行していく中、景気の後退により   

悪化した財政を建て直すべく、厳格な財政規律を確保していく。   

具体的には、国・地方を通じ、社会保障、非社会保障の各部門につ   

いて、以下の基本的方針の下にたゆまざる改革を実行することとする。  
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（社会保障部門）  

「中福祉」に見合ったサービス水準を確保するべく、安定財源の確  

保と並行して社会保障の機能強化を図るとともに、コスト縮減、給  

付の重点化等の効率化を進める。  

（非社会保障部門）  

非社会保障部門全体として、国民のニーズ等の変化を踏まえっっ、  

規模を拡大しないことを基本とし、効果的・効率的な公共サービス  

の提供を進める。  

Ⅴ．中期プログラムの準備と実行  

準備と実行に関する原則   

原則1．経済好転後の速やかな施行のために、税制抜本改革の実  

施時期に先立ち、制度的準備を整える。   

原則2．国民の理解を得ながら「中期プログラム」を確実に実行  

するため、税制抜本改革の道筋を立法上明らかにする。  

（1）経済好転後の税制抜本改革等の速やかな施行のために、その実施時   

期に先立ち、改革の内容の具体化を進めるとともに、法案その他の制   

度的準備を整える。政府においては、経済財政諮問会議や政府税制調   

査会などで行われる議論も踏まえつつ、関係省庁が連携してそのため   

の検討に着手する。  

（2）2009年度（平成21年度）の税制改正に関する法律の附則において、   

前記の税制抜本改革の道筋及び基本的方向性を立法上明らかにする。   
（「所得税法等の」部を改正する法律」（平成21年法律第13号）にお   

いて措置済み）  

（3）基礎年金国庫負担割合の2分の1への引上げについては、2004年   

（平成16年）年金改正法に沿って、前記の税制抜本改革により所要の   

安定財源を確保した上で、恒久化する。2009年度及び2010年度の2   

年間は、臨時の財源を手当てすることにより、基礎年金国庫負担割合   

を2分の1とする。なお、Ⅲ．1．（1）における「予期せざる経済変動」   

に対応する場合には、それまでの間についても、臨時の財源を手当て  
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することにより、基礎年金国庫負担割合を2分の1とする措置を講ず  

るものとする。  

（4）「経済危機対策」及び関連補正予算において時限的に講じられた社   

会保障の機能強化の措置のその後の対応については、「経済財政改革の   

基本方針2009」における社会保障の機能強化の必要性の観点等を踏ま   

えつつ、財源確保と併せて検討する。  

（了）  
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社会保障  
国民会議最終 …   

報告に基づく 至  
機能強化の課題 …  

「社会保障国民会議中間報告」及び「同会  
議最終報告」に描かれた姿を基に作成  社会保障の機能強化の工程表  

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015   （～2025）  

担割合2分の1の  

基礎年金国庫負  実現  
制度設計・検討  法 改 正、順 次 実 施  

基礎年金の最低  
保障機能強化  

・低年金・無年金者対策の推進  
（保険料免除制度の見直し、受給資格期間の見直し、厚生年金適用拡大、保険料追納の弾力化）  

・在職老齢年金制度の見直し等（→ 高齢者の就労に配慮した検討・実施）  
・育児期間中の保険料免除（→ 他の少子化対策と歩調を合わせて検討・実施）  など  

社会の構造変化 に対する対応  

（医 療）  

診療報酬改定  診療報酬改定  診療報酬改  

医療計画  （2008－12  5  水産）     （新）都道府県医療計画（2P13～17の5か年）  

商      救急を  含む急性期医療の    ナ  

ロ  （従事医師数の触  

等乍の   

レセプトの段騰的なオ  
請求への切替え  2015年の姿   

・救急・産科等の体制強化  ・急性期の機能分化推進  0∵女心して出産できる体制   

・養成数、臨床研修、役割分担の見直し等の制度的       ・地域包括ケアの推進と在宅医療の強  ○救急患者の受入れ、早期回復   
対応による人材確保  など  など  化・充実                   q；社会御帯できる体制の構築  レセプけンライン化の毒全実施  

ラ護報酬改ご ．二■：．・皇．▲h■－  

第4期介護計画（2009～1   の3か年）  Jき J＝き ′r   ニノ：貫与期   護計画（2012～14の3か年  

介棚  

実等の評価を通じた介護従事者の処遇改善と  
11  麺 ・専門性等のキャリアアップ夜勤  

看護体制の充   
索  

急性期医療の機 能強化  

医師等人材確保 対策  

（介 護）  

介護従事者の確  
保と処遇改善  

拡充と在宅介護  
居住系サービス  の強化  

新制度体系   
スタート  

仕事と子育ての  
両立を支える  
サービスの質と  
量の確保  

「生活対策」、「5つの安心プ  

ラン」に基づくサービス基盤  
整備（2008－10）  

新たな制度体系の創設  
をにらんだサービス基盤  
緊急整備  

給付・サービスの整備  

2015年の姿  
すべての家庭に  

対する子育て支  
援の強化  

「安心子ども基金」の設置  ・保育所整備に加え、保育サービス  
提供手段の多様化（家庭的保育、小  
規模保育等）、供給拡大  
・一時預かりの利用助成と普及  
・訪問支援事業や地域子育て支援  
拠点の基盤整備  など  

0すべての子ども・子育て家庭に必要な給付・サービスを保   
障   

・休業中一所得保障（出産前後の♯続就業率55％）   

・働きに出る場合一保育サービス（3歳未済児保育利用  
率38～44％）（フランス、スウェーデン董み〉  

→両給付は統合又は選択・併用可能に（シームレス化）   

・働いていない場合一月20時間程度の一時預かりの利  
用を支援   

・学齢児一放課後児童クラブく低学年利用率60％）  

→r小1の壁」の解消  

イ安心こども基金」による保育  
サービスの集中重点整備  
放課後児童クラブの緊急整備  
妊婦健診公費負担の拡充など  

子育て支援サー  
ビスを一元的に  

提供する新たな  
制度体系の構築  

・児童福祉法、次世代法の改正  

・育児・介護休業法の見直し  

新たな制度体系の制度設計の検討  法制化  

社会保障番号・  
カードの導入  

社会保障力ード（仮称）の実現に向けた  
環境整備（実証実験の実施等）  －→2011年鹿中を目途とした導入  

⑧   

‾l  



地域医療再生基金しの概要  総額3，100億円  

救急医療の確保、地域の医師確保など、地域における医療課題の解決を図るため、都道  
府県が策定する計画（地域医療再生計画）に基づく都道府県の取組を支援  

○ 計画の対象地域は、ニ次医療圏が基本。ただし、周辺  
の地域を含めるなど、柔軟な設定が可能。  

○ 複数年度（25年度末まで）にわたる取組を支援。  
※ 施設整備については25年度末までに着エすれば可。  

○ 県ごとに、地域の実情に応じて、自由に事業を決定。  
】施設・設備整備費、運営費ともに使用可能。  
・県全体で実施した方が効果的な事業（医師確保事業   

等）は、県全体を対象として実施することも可能。  

01地域につき100億円（10箇所以  
内）又は30億円を上限に分配。  

○ 補助率は設定しておらず、県に  
一律に新たな負担は求めない。  

○ 新規■拡充ならば、国庫補助事  
業の地方負担分への充当も可能。   



地域医療再生計画モデル例（救急・周産期医療等に重点化）  

地域医療支援センター  
‾…‾‾…‖‾－‾…‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾…‾‾ 

1  

；関係者による協議会の開催 ！  
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要地域連携パスの策定 星 l 
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卜
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在宅医療   
○ 役割分担の明確化、連携体制の構築  
・救急やハイリスク分娩等に対応する拠点病院化  

・回復期医療等を担う病院の確保 等  
○ 県・大学の共同での医師のプール制、地域での研   

修プログラムの開発  l 」●＿＿＿＿＿．．‖．．●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   

（入院機能の強化及び外来機  



「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化検討会（平成20年9月中間まとめ）  

1．医師  
1来年度においては、過去最大の医学部定員（8′360人）を上回る程度を目指すべき。  
1将来的には50％程度医師養成数の増加を目指すべき。必要な医師数を推計し直すべき。  

2．医師の  在と教育  

・医師が魅力あると思うようなインセンティブが重要。ドクターフィーの検討が必要。  

・専門医としての総合医】家庭医の養成等が必要。  

1産科、救急、へき地などで勤務する医師等に対して手当を支給し、働きを評価すべき。  
・臨床研修制度のあり方について、対策の具体化を図るべき。  

3．コメディカル等の専門性の発揮とチーム医療  
・コメディカルのキャリアアップ、その職種でなくても行いうる業務を他職種に担わせるべき。  

4．地域医療・救急医療体制支援  
・在宅医療▲在宅医の専門性の評価や、訪問看護のあり方を検討すべき。  
1数多く救急患者を受入れた医療機関・医師を評価すること、福祉関係機関とも協力して受   
け止められる体制が必要。  

・住民の参画  

・必要な人が必要な医療を受けられるよう、住民とともに地域医療を守ること等が重要。  

三
∴
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安心と希望の医療確保ビジョン（平成20年6月とりまとめ）  

○現場地土或のイニシアチブを第一とする  ○改革努力を怠らない  
○医療従事者のみならず、患者・家族等国民がみんなで医療を支えることが必要  

①医療従事者の数と役割  
医師数の増加（H9年間議決定の見直し）  
医師の勤務環境の改善（女性医師の離職防止・復職支援）  
診療科のバランスの改善等（産科りト児科等の増員方策の検討）  

職種間の協働■チーム医療の充実 等  

②地域で支える医療の推進  
救急医療の改善策の推進（量的・質的な充実、地域全休でのトリアージ、夜間■救急利用の適正化）   
「地域完結型医療」の推進（医療計画に基づく医療連携体制の推進、診療所機能の強化）、  
在宅医療の推進  
地域医療の充実一遠隔医療の推進 等  

③医療従事者と患者・家族の協働の推進  
相互理解の必要性  
医療の公共性に関する認識、患者や家族の医療に関する理解の支援 等  

三
士
二
 
 
 

O「治す医療」から「治し支える医療」へ  



国民に対する医療・看護サービスの向上のために、チーム医療を担う一員としての看護職員の質の向上と  
量の確保を総合的に検討することが重要であり、諸課題について今後の基本的な方向性について検討した。  

員の質  1．看護教育のあり方について  

●看護基礎教育と臨床現場との帝離を埋めるために、  
今後の新人看護職員研修の制度化一義務化を視野  

に、新人看護職員研修の実施内容や方法、普及方策  
について早急に検討し、実施に移すべきである。  

●この際、新人看護職員研修を実施する医療機関に  
対する財政も含めた支援を行うべきである。  

●看護教育は、看護サービスの基礎をなすもので、充実を  
図る必要があることから、現在の教育年限を必ずしも前提  
とせずに、教育内容及び教育方法の検討に早急に着手  

し、さらなる充実を図るべきである。看護師養成機関の状  
況は多様であることから、いわゆる「大学化」についても今  

後の動向を見極めて対応する必要がある。  

●保健師・助産師教育は、より高い専門性が求められるこ  
とから教育内容の充実や臨地実習の場の確保が必要であ  

り、今後、保健師・助産師教育のあり方について文部科学  
省と厚生労働省は協力して、結論を出すべきである。  

●看護教員の専門性を高めかつ実践能力を保持・向上す  

るために、教員の継続教育への支援、高度実践能力を持  
つ看護職員の受け入れなどが求められる。  

護職員の確保  

●看護職員の需給見通しについては、現行制度を前  

提としつつ、制度改正等の情勢を踏まえて必要に応じ  
た見直しを検討するとともに、長期的な需給見通しにつ  
いても検討するべきである。  

●看護職員の確保のためには、働く意向がある潜在  
看護職員を把握する仕組みづくりを検討するとともに、  
多様な勤務形態の導入や院内保育所の整備などの支  

援体制を強化することが求められる。  
●厚生労働省においては、文部科学省などの関係省  
庁とも連携■協力し、財政支援も含め看護の質の向上  
と確保に積極的に取り組むよう、当検討会として強く要  
請する。  

3．チーム医療の推進について  

●チーム医療推進のために、看護職員と医師をはじめ  

とする多様な関係職種との協働・連携のあり方につい  

てさらに具体的に示し、その普及を図ることが必要であ  

る。  
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救急医療等の医療体制に係る  
現状と課題について   

平成21年7月9日  

厚生労働省医政局指導課  

救急医療等の体系図   



救急医療等の予算補助事業  

○ 政策目的に照らして、地域において必要な医療提供体制の構築を促す観点から、奨励的   

な予算補助事業（施設一設備整備費、運営費、人材確保等）を実施  

○ さらに、救急医療、小児救急医療、へき地医療等の医療提供体制確保に係る費用で、診   
療報酬でまかないきれない不採算部分等について、予算補助事業を実施  

運営費  

・救命救急センター  

・ドクターヘリ導入促進事業  

・管制塔機能を担う病院  

・共同利用型病院  

・救急医療情報センター  

・総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医  

療センター  

・小児救急医療拠点病院  

・小児初期救急センター  

・小児救急医療支援事業 等  

施設・設備整備費  

救命救急センター  

病院群輪番制病院、共同利用型病院  

休日夜間急患センター  

総合周産期母子医療センター、地域周産期母  

子医療センター  

小児救急医療拠点病院  

小児初期救急センター 等  

人材確保  
・救急勤務医支援事業  

・救急医療トレーニングセンター運営事業  

・救急医療専門領域医師研修事業  

・産科医等確保支援事業  

・ヘリコプター等添乗医師等確保事業 等  

その他  
・救急患者受入コーディネーター事業   

一 救急救命士病院実習受入促進事業  

・小児救急電話相談事業 等  

救急医療の確保のための主な施策  

救急  
－－－－－－－一－－一一－－－－－－一丁－一一－－－－－－－－－－一一一－－一－  

病院前救護  】 初期救急医療  二次救急医療 I 「ニーーー…一－…－－→医師等の医療従事者  三次救急医療 

救急医療に係る医療連携†本制を定めた医療計画の策定  部定員の増加 

消防法に基づく救急搬送・受入ルールの策定  

土会医療法人の認定要件の一つに、  
一定水準以上の救急医療の実施を規定  

医舶能情報の提供制度  

救急救命士病院実習受入促進 

、負   レー‾、 ◆、  
の  救急医療情報センター運営事業  

救急勤務医支援事業 
救急患者受入コーディネーター確保事案  

． 

救急医療専門領域医師研修事業  
l   

●‾‾‾‾，‾‾‾「＝‾‾‾「‾‾‾丁‾‾十            －「－一一一一－－「・一一－「一一一TT－－－一丁－⊥一丁一一－ト「＝丁一－－－L－一－－－－－－－一丁「一丁T－  

l  

l  

院早における救命救急入院料の手厚い  
平  （救急搬送診察料）の引上げ   l診療所での夜間等の診療を   

成  
ドクター・ヘリ等による診療の評価  

精神科疾患への診療の大幅な加算  
20 
年  脳卒中対策として、t－PAによる超急性期の治療の評価  

度 診  産科  勤務  
療  科に  
報  
酬  （入院時医学管理加算）  医  助体制加算の新設 
改  
定 

l       憲浣豊科、整形ご莞ミ及び脳惣 
（産科）妊産婦緊急搬送入院加昇の新設   

に  
ぉ  （産科）ハイリスク妊産婦の入院管理を評価  

け  
る （小児）超重症児・準超重症児入院診療加算の引き上げ  

措  
置  匝性期後の入院機能の評価（亜急性期入院医療管理料2の新設り  

l 【  1救急入  
4   

′ヽ   
∠．  



周産期医療の確保のための主な施策  

地域（行政・住民）  
周産期医療  

正常分娩   地域周産期母子医療センター  総合周産期母子医療センター  
医師等の医療従事者  

屠産期医療に係る医頼通携体制を定めた医療計画の策定  
医学部定員の増加  

消防法に基づく枚急搬送・受入ルールの策定  

制  
医学部の地域枠の拡大  

基準病床数制度における特例病床の対象に周産期疾患に係る病床を規制  
度  
上  社会医療法人の認定要件の一つに、一定水準以上の周産期医療の実施を規定  
の  

産科の研修プログラムを策定  

措 置  医療Ⅰ搾能†貴報の提供制度  

【定の臨床研修病院は、  
l  l  

産科医療補償制度  

診療行為に係る死因究明制度（検討中）  

ーー ー▲－－・・－・－－－ －・－ －・－ －－・－ －－ －・J－・－ 一・－－－・一－＿．＿．■ －－＿＿＿．  

産科医療鯛への妄亘］  地域周産期母子医療  総合周産期母子医療   露‡ユ僕等 保育手書ま      センター運営事業  センター運営事業   才蓉手斗医芸育成音浮雲萱  

予  周産期医療施設施  警備車業  
算  

l大学の露出阪養成に対寸る古揺 医師交代勤托導入等に よる勤務環境整備  

上  
の  

周産期医療ネットワーク整備事業  女性医師等の働きやすい職場三貴 境の整備  
措  

l  l  

l  

置  院内助産所の設置等、助産師の活用への支援  

l  

産科・小児科医療体制の集約化一重点化への支援  

タ‡娠一出産をサポートする先駆的な取組に対する助成  

医療リスクに対する支援御」の璧隠   

（新設・拡大・引上）ハイリスク  産婦に係る入院管理の評価 

）ハイリスク妊産婦に係る医療連携の評価  
具体的な計画を評価  

（新設）妊産婦の緊．  

】   （新設）勤務医負担軽減の  

（引上）ハイリスク新生児に  

（引上）医師が同乗する  

く慧芋豊吉諾意をl   

（新設）産科等を含む捻合   5   

小児救急医療の確保のための主な施策  

小児医療  
‾「‾‾‾‾‾【‾‾‾‾－－－‾‾・  ‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ l‾‾‾‾‾‾‾‾H‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  r－…－－……－－…一一－ 

初期小児救急医療  ■  二次小児救急医療  ●  三次小児救急医療  

ト・・い．・こ・：． 嘉  

学部の酬   

小児医療に係る医療連携体制を定めた医療計画の策定  

（
小
児
救
急
中
心
）
 
 

制
度
上
の
措
置
 
 

消肪法に基づく救急搬送・受入ルーールの策定  

社会医療法人の認定要件の一つに、一定水準以上の小児医療の実施を規定  定の臨床研修病院は、  
一 小児科の研修プログラムを策定  

基準病床数制度における特例病床の対象に小児疾患に係る病床を規定  l  

医療機能情報の提供制度  
】  

l l                         －こ－－－－－－－－－一一－－一一－－－－一一一－－「－－一一－－－－－－－－－－－一一一－－－－一一一丁－」－－－一－－－－－一一－－－－－－一一→－－－－－－一一一－－－－－－－－  

l  

‡匝救急医画  小児救急電話相談事業  小児救急専門病床確保事業  （
小
児
救
急
中
心
）
 
 

予
算
上
の
措
置
 
 

l  

、児救急医療拠点病院  

小児初期救急センター施設・設備整備事業  小児救急医療拠点病院施設・設備整備事業   

小児医療施設施設・設備整備事業  

地域の小児医療の中核的病院における、手厚い人員配置をさらに高く評価  
（小児入院医療管理料）  

※小児（外）科医20人以上、乳幼児等手術年間200例以上、7：1以上看護配置等  

診療所での夜間等の診療を新たに評価  

（
小
児
救
急
中
心
）
 
 

平
成
2
0
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
け
る
措
置
 
 

入院早期における救命救急   
入院料の手厚い評価  

務医負担軽減策の具体的な計画を評   
（入院時医学管理加算（再掲））  産科、小児科、内科、整形外科、及び脳神授  

外科に係る入院医療を提供している病院の評価  
（入院時医学管理加算）  

医師事務作業補助体制加算の新設  

（小児）超重症児・準超重症児入院診療加算の引上げ  

（小児）時間外等の外来医療の評価  
急性期後の入院棲能の評価（亜急性期入院医療管理料2の新設）  

救急外来等で死亡した患者を入院と見なし入院料等を評価  

3   



救急医療等に係る課題と必要な支援  

「出口の問題」   救急医療の需要増加  救急患者受入体制の不足  

・後方病床との連携不足   
・在宅医療との連携不足  

l  

1 1  

：：・病院間搬送の体制不足  
ll一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－＿＿＿l  

救急医療機関の減少  

勤務医の疲弊  
救急搬送件数の増加  
地域の搬送・受入ルールが不明確  

管制塔機能やコーディネーター梯能  

＿が蚤土乱‖＿‖－＿＿‖＿＿＿＿■－＿＿■  

・低出生体重児等ハイリスク分娩の  
増加  

l  

■：：・分娩施設の減少  

：：・NICUの不足  
＿  

－ トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

1   

・ト重篤な小児救急患者の受入体制の  

l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

ト1～4歳児死亡率が高い  

；不足  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿  

必要な支援  救急医療機関への支援  
→確実に患者を受け入れる救急医療機関を支援  
→実績に応じて救命救急センター・二次救急医療機   

関や周産期母子医療センターを支援  
→救急医療に参加する診療所を支援  

→小児の救命救考医療を担う医療棟関を支援  
→小児の集中治療・専門的医療を提供する小児集   

中治療室を支援  

円滑な搬送・受入体制の構築  
→地域の搬送・受入ルールに協   

力する救急医療機関を支援  

後方病床・在宅療養の機能強化  
→後方病床の手厚い配置を支援  
→在宅療養者への診療支援を支援  

地域の医療機関等との連携強化  
→鱒命救急センター・二次救急医療機関と支援医療機関や在宅医療との連携を支援  
－→周産期母子医療センターと分娩施設や在宅医療との連携を支援  

救急医療を担う医師の勤務環境の改善  
→医師の処遇改善の取組を支援、実績に応じた医師への手当支給を支援  

1－1∴救急医療体制の現状  

4   



救急出場件数及び搬送人員の推移  

救急搬送件数は、この10年間で約1．5倍の年間約500万件まで急速に増加。  

さき  臼  5  ，□  調  弔  噌  封  1S  

ぐ注）1平成王0年以降鴫亀揖靂詩象及び報道人員について富まへノッコブタ一辺境分を含む㌻  
2 各字とも星屑から箋√≡月までの教範であるコ  

9  
「救急・救助の現況」（総務省消防庁）  

10年間の救急搬送人員の変化（年齢」重症度別）  

救急搬送件数の伸びは、年齢別では高齢者が多く、重症度別では軽症ヰ等症が多い。  
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軽症  中等症  重症  軽症  中等症  重症  0  

軽症  中等症  重症  

9年由   

成人   高齢者  
体   

（18歳未満）  （18歳～64歳）  （65歳以上）   

小児  

1．2万人   13＿6万人   32．8万人  

重症  0．7万人減   2．5万人減   7．9万人増  

－37％   －16％   ＋31％   

10万人   63．3万人   107＿2万人  

中等症  1＿5万人増   5．6万人増  55＿8万人増  

＋17％   十9％   斗108兎 

37．3万人   133．9万人   82．1万人 

軽症  9．1万人増   28＿2万人増   里方人馳 
＋32％   ＋26％   ＋145％  

平成9年中  

全体   小児   成人   高齢者   

重症  1．9万人   16，1万人  24，9万人   

中等症  8．5万人   57，7万人  51．4万人   

軽症  28，2万人  105＿7万人  33．4万人   

「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータを基に分析したもの  



救急医療体制の整備状況の推移  

（各年3月31日時点）  

16年   17年   18年   19年   20年   

三次救急  

（救命救急）   
170   178   189   201   208   

入院を要する救急医療  
施設  3，253   3，238   3，214   3，153   3，175  

二次救急  
（入院を要する  

（施設数）  

救急）  

（地区数）   （403）   （411）   （411）   （408）   （405）   

休日夜間急患センター  
（施設数）   

510   5J12   508   511   516  
一次救急  
（初期救急）                在宅当番医制  

（実施地区数）   
683   677   666   654   641   

（厚生労働省医政局調べ）  

11  

診療科別医師数の推移  

医師の総数は増加しているものの、医師が減少傾向にある診療科もある。  

医
師
数
 
（
平
成
6
年
を
1
と
し
た
場
合
 
）
 
 8年  10年  12年  14年  16年  柑年  

※ 平成18年より研修医の分類が創設  
され、従来の独立した診療科から移  
行した医師もいるため、それ以前と  
の単純な比較はできない。  

12   
（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査  

6  



病院勤務医の勤務状況  

図表106 診療科別 直近1週間の実勤務時間（平均）  図表1101か月あたり平均当直回数（医師）  

瓜0  喝筍    1〔□0   
回  

4∝1 5（刀  邑0〕 7．0〕  
00  Z10  ∠氾0  瓜0  

nの 1．（刀  2（D  ユ〔D  

封本「蘭）  

内剛斥10刀）  

精神抽胡）  

ノ」増双rf＝く更茹）  

タ棒Kr胡））  

脳博砂1科（作壬17）  

鄭別科（ー下3花）  

屈斗塵談軋rFく立））  

救糾rF瑞）  

その慢「招1勾  

酬「再）  

13  
「病院勤務医の負担軽減の実態調査報告書（案）」（平成21年4月22日中央社会保険医療協議会・診療報酬改定結果検証部会資料）  

消防法の一部を改正する法律の概要（平成21年5月1日公布）  

○ 傷病者の搬送及び受入れを円滑に行うことが、傷病者の救命率の向上や後遺症の軽減等の観点か   

ら、重要な課題。このため、消防法を改正し、都道府県において、医療機関、地域の医師会、消防機関   

等が参画する協議会を設置し、地域の搬送・受入ルールを策定することとしたところ。  

′・〆 q亡ゝ  
①
傷
病
者
の
発
生
 
 

②  

先
医
療
機
関
の
選
定
 
 

（∋救急搬送  ④救急医療  

＜搬送・受入ルール？  

①抑止  

②消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中か   

ら搬送先医療機関を選定するためのルール  

③消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達する   

ためのルール  

④搬送先医療機関が速やかに決定しない場合におぃ三   

傷病者を受け入れる医療機関を確保するためのルール  

都道府県において、医療機関、地域の医師会、  

消防機関等が参画する協議会を設置し、地域  

の搬送・受入ルールを策定  

※既存のメディカルコントロール協議会等の活用を想定  

消防機関は、搬送・受入ルールを  
遵守しなければならない  

医療機関は、搬送・受入ルールを  

尊重するよう努めるものとする  
14  

′  J施行期日：公布の日から6月以内の政令で定める日   
ナー…－－－  



1－2．周産期医療体制の現状  

15  

＿＿＿－＿＿＿●＿－＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿t  

16  ※ N】CU ：新生児集中治療管理室  
MFICU：母体・胎児集中治療管理室  

‾‾‾   りI  

l   



総合周産期母子医療センター数、  

地域周産知母子医療センター数の推移  

総合周産期母子医療センター数の推移  地域周産期母子医療センター数の推移  

80  
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0   
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・二・ 
・ 二・ 

∴・・－－・・∴・ ・・－・・ ∴・∴・  
・∴・・・・・∴  

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保虐姦調べ）  

分娩施設数の推移  

厚生労働省「医療施設調査」   
9  



出生数及び出生時体重2，500g未満の出生割合の推移  

この20年で、出生数は横ばい・減少となっているが、低出生体重児の割合が増加している。  

厚生労働省「人口動態統計」  

新生児集中治療賢（NICU）数」  

・胎児集中治療室（MFICU）数の推移  母体  

平成8年  平成11年  平成14年  平成17年  
20  

10・  
厚生労働省「医療施設調査」  

、、‾■・1   



母体及び新生児の搬送受入れ  

○約8割の総合周産期母子医療センターにおいて、新生児集中治療管理室（NICU）の病   

床利用率が90％超。母掛新生児の搬送受入れが困難である理由として、「NICU満床」   
と回答したセンターは9割を超えている。  

「周産期医療に係る実態調査（平成20年10月実施）」結果にみる現状について  

NICU病床利用率について  

（総合周産期母子医療センター19年度実績）  

母体及び新生児搬送受入ができなかった理由について   
（総合周産期母子医療センター19年度実績）  

理 由   
NICU  MFICU  診察可能   
満床   その他     満床  医師不在   

センター数   49   3l   12   30   

割合（％）※  92．5％   58＿5％   22．6％   56＿6％   

理 由   
NICU   診察可能   

満床   医師不在   その他  

センター数   41   5   12   

割合（％）※   97．6，i   11＿9％   28＿5％   

※回答センター故に対する割合  

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課調べ）  

1－3．小児救急医療体制の現状  

Z2   

11  



1～4歳児の死亡率の国際比較  

○ 我が国は、乳児死亡率は低いにも関わらず、ト4歳児死亡率は高く、他の国と異なる   

状況にある。  ※乳児死亡率（生後1年未満の死亡の出生1．000に対する比率）  

乳児死亡率と1－4歳児死亡率の関係  1－4歳児死亡率の国際比較  

1
～
4
歳
死
亡
率
（
対
相
方
）
 
 

乳児死亡率（対1000出生）   

出典）厚生労働科学研究「新生児関連疾患が我が国の幼児死亡に与える影響」主任研究者池田智明（国立循環器病センター）  

小児救急医療体制の整備状況  

小児専門病院の小児集中治療室の病床数  救命救急センターの小児救急専門病床数  

（平成19年12月1日現在）  （平成20年3月31日現在）  

救命救急センター運営病床数  

施設名  

総数   小児救急専門病床  

（床）   （床）   

A   36   6   

B B 30   1   

C   42   6   

D   32   2   

E   31   2   

F   30   2   

合計6施設   201床   19床   

小児集中治療室   

施設数  
病床数  

小児集中治療室の病床の内訳  
（数）        術後用  重症・  

救急用  

（床）    （床）   

術後患者用病床のみ有リ   3   16   0   

重症■救急患者用病床のみ有リ   6   0   65   

術後患者用病床と   
重症・救急患者用病床有り   

3   36   20  

術後患者用病床と   
重症・政急患者用病床の区分なし   

3   23  

15施設   
160床  

合計  

（52）  っ（85）   

小児総合医療施設協議会調べ   厚生労働省医政局指導課調べ   
12  
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2．今後の課題について  

25  

救急医療の充実   

墓
諷
敦
盛
簸
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「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」報告書の概要   

ん周産期救急医療における「安心」と「安全」、の確保に向けてヰ  

平成21年3月4日  
厚生労働省医政局指導課  

1救急医療部門と周産期医療部門等の連携強化  

2 周産期医療対策事業の見直し  

3 救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー   
ー 農産抑tこついて、診療実績を客観的lこ評価する仕組みを検討  

・丑金敷急センターや二次救急医療機関の妊産婦の受入れを推進するための支援  

4 地域におけるネットワーク  

・周産期母子医療センター等から盤塾卵の搬送（戻り搬送）の促進  

5 医療機関等におけるリソース維持一増強  

・新生児集中治療室（NICU）について、地榔じた整備と支援（出生1万人対25～30床を目標）  

・養生盈回復期治療室（GCU酬応能力の強化  
・重症心身障害児施設等の後方病床や短期入所病床の整備と支援  

・人的リソースの維持・増強（適切に処遇するための厚師への手当等に対する支援）  

6 救急患者搬送体制の整備  

・重症患者に対応する医療機関を定めるなど、地域において、卿ルを作硬  

・覿皇児め施設週盤送呈蜘重畳  

7 搬送コーディネーター配置等による救急医療情報システムの整備  

・空床情報の入力等を担当する医師事務作業補助者鴫塞  

8 地域住民の理解と協力の確保  

9 対策の効果の検証と改良サイクルの構築  

「救急医療の今後のあり方に関する検討会」中間取りまとめの概要  平成20年7月30日  
厚生労働省医政局指導課  

主な提言内容   

安心と希望の医療確保ビジョン  
第三次救急医療機関の充実  

放念救急±之皇＝に艶まる薪出払課俵  

・求められる機能の明確化、第三者の視点・検証が可能な評価、地域特性等を勘   
案した評価項目を導入  

・交代勤務制を含む病院勤務医の労働環境改善に係る評価項目を追加  

・評価結果をできる限り詳細に国民へ情報提供  等  

2 地域で支える医療の推進  
（1）救急医療の改善策の推進  

甲  

休  
日  

の 勤  
怠  
医  
療  
を  
嘩  

フ 医  
師  
に  

対 す  
る  

ァ 救急医療の充実  
①量的充実  
・調査に基づく初期、二次、三次救急の更なる整備  
②質的充実  
・管制塔機能を担う医療機関の整備・人材の育成  
・医師等の交代勤務制の整備  
・地域全体の各医療践関の連携   

急性期を脱した患者を受け入れる病床の確保   
救急患者の効率的な振り分け等  

・医療機関と消防機関との連携強化   
救急患者受入コーディネーターの配置等  

・住民とわ情報共有  

敷金救急至芸乙皇＝5a莞應嬰あ旦左  

・救急医療に関するニーズの増大等により、救命救急セか、救急医療を担う痺   
院姐医王三過度旦負盟  

・救命救急センターと同等の実績等がある施設であれば新たに救命救急センター   
として位置づけ  

，ヘリコプター等による搬送やITの活用も検討  等  

第二次救急医療機関の充実  イ 夜間・救急利用の適正化  
①国民への普及啓発  
・夜間救急外来の適正利用等  
（∋小児救急電話相談事業（＃8000）の拡充等  

選二次救急医療機馳華況及び生残の容僅  

・地域の実情に応じた取組を支援  

・救急医療機関の連携を推進しつつ．第二次救急医療機関の機能旦重宝を図る  

・全ての第二次救急医療機関について、診療体制や活動実績に関する調査を実   
施し、診療実績に応じた支援を検討  等  

救急搬送における課題と円滑な受入れ推進について  

医療機憫と消防機儲の連携  

・病状に応じて適切な医療機関  

・ER型救急医療機関については、まず正確な実態把握を行う  

‾ 
j   



平成21年7月8日  
厚生労働省医政局指導課  「重篤な小児患者に対する救急医療体制の検討会」中間取りまとめの概要  

すべての重篤な小児救急患者が地域において必要な救命救急医療を受けられる体制について検討  

∴∴－たこ二∵‥∴十三、・－－⊂コ  

置－！壬・ 

】 

1． 評り冒 ［重宝垂コ”  

1．小児救急患者の搬送と受入体制の整備  

・改正消防法に基づき都道府県に設置する協議会に  
小児科医も参加し、吐盟塵急患者の搬送・受入ルー  

姓皇差足  

・消防機関が小児救急患者の緊急度や症状等を確認  
するための基準を策定  

・ドクターヘリ等を活用し、必墓⊆応じて県域を越えた  

広域の連携体制を構築  

・小児救急患者の受入体制を医療計画に明示し、住民  
に周知   

3．急性期の集中治療・専門的医療を担う体制の整備  

イ超急性期」を脱した小児救急患者に土星珪卿台療室の整備のための支援が必要  

t小児の救命救急医療及び集中治療を担う医師及び看護師を養成  

・地域全体で、病院前救護から、「超急性期」「急性期」を経て、在宅医療を含む「慢性期」にいたるまでの医療提供体制を一体的l各席  

平成20年8月29日  
厚生労働省医政局指導課  

「救急医療用ヘリコプターの導入促進に係る諸課題に関する検討会」報告書の概要  

1＿助成金交付事業に関する制度のあり方  

・法第9条に基づく法人の登録に関する基準  

・助成金交付事業の対象  
（D基盤整備に要する費用、②運航に要する費用  
③運航円滑化のための費用、④調査研究に要する費用  

助成金交付事業に係る  

登毒剥こ関する省令を制定  
（平成20年4月施行）  

房琶忘＼  
2．ドクターヘリの配備のあり方  

・救命救急センターまでの陸路による搬送時間が30岬  
は、ドクタ珊討が必要（なお、人口規模は小さくとも、離島やへき地等については配慮が必量）  

・人口規模が大きい地域では複数配備の検討も必要  

・一般的には、同職止る複数配備は、追加配備による効果・効率性等について検証等を行った上で、段階的に進めること  
が考えられる  

■飛行範囲円に近隣県が含まれる場合、複数の都道府県による共同運用の検討も必要  

・他の機関（消防等）が運用するヘリコプタ漱ヘリとの役割分担や連携体制の構築も必要であり、医療機関と消防機関等との  

協議の場の活用等が必要  

3．ドクターヘリの運用のあり方  

・ドクターヘリを配備した医療機関以外の医師を交代で搭乗させるといった複数の医療模関の共同蓮見左墓  

・効果的・効率的な運用のためには、関係者が協議する  
ことが重要  

・災害時のドクターヘリの運用方法について検討が必要  

において、運航実績、救命効果等†こついて継続的lこ検証し、改善に努める  
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・安定的に運航を継続するためには、  について   



3．予算補助事業  

医師確保対策関係   
平成21年度予算  

平成20年度予算160億円→平成21年度予算271億円  

「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月）、「安心と希望の医療  
確保ビジョン」（平成草0年6月）、「5つの安心プラン」（平成20年7月）等を  
踏まえ、以下の事業等に約271億円の予算額を計上し、医師確保対策の  
一層の推進を図ることとしている。  

（D医師派遣の推進等   

②勤務医等の勤務状況の改善一業務負担の軽減   

③医師と看護師等の協働・連携の推進   

④臨床研修病院等への支援  

16  

l．   



【主な新規予算等】   

●産科医等育成・確保支援事業（新規）  2，834，807千円（ 0千円）  

①産科医等確保支援事業  2，770，207千円（0千円）   

産科医等の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支給する分娩取扱機関に対して  

財政支援を行う。  

（対象経費）産科医等に対する手当（分娩取扱手当）   

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者※）  

※高鑓な分娩費用を得ている分娩取扱機関を除く。   
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）   

（積算単価）10千円／件   

（創設年度）平成21年度  

②産科医等育成支援事業  64，600千円（0千円）   

臨床研修修了後の後期研修で産科を選択する者の処遇改善を行う医療機関に対して財政支援  

を行い、産科を志望する若手医師等へのインセンティブとする。  

（対象経費）産科後期研修医に対する手当（研修医手当等）   

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）   
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3以内、市町村1／3以内、事業主2／3以内）   

（積算単価）1人あたり月額5万円   

（創設年度）・平成21年度  

（担当課二総務課）  
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●医師派遣等推進事業（一部新規）  4，163，610千円（ 0干円）   

都道府県医療対策協議会の要請を踏まえ、医師不足地域の医療機関へ医師派遣を行う医療機関を  

多数確保し、円滑に医師派遣が実施される体制を構築するため、医師派遣に関する補助制度を統合し、   

①都道府県医療対策協議会が医師派遣の調整等を行う場合に必要となる経責  

②派遣先医療機関が派遣医師を受け入れるための準備に必要となる経費  

③医師を派遣することに伴い派遣元医療機関に生じる逸失利益等  

④派遣医師が派遣後に海外研修に参加する自己研蹟に必要となる経費   

等に対する補助事業を創設する。  

（対象経費）医師派遣調整等経費、派遣医師受入準備経費、達矢利益等、海外研修等   
（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）   
（補助率）1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2以内、事業主1／2以内）   

（積算単価）・医師派遣調整等経費  3，000千円／1都道府県  
・派遣医師受入準備経費 1，500千円／1都道府県（各10医療機関）  
・逸失利益等（都道府県内）150，000千円／1都道府県（各10人×12月）  

（都道府県外） 7，500千円／1人（6月）（10人分）  
・海外研修等経費（都道府県内）20，640千円／1都道府県（各10人）  

（都道府県外）2，064千円／1人（10人分）   
（創設年度）平成21年度  

（担当課：指導課）  
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医師派遣等推進事業（平成21年度予算額＝4′164百万円）   
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地域医療支援中央会議   

（厚生労働省）  

①都道用県（医療対策協議会）の   
医師派遣調整等経費   
（1か所：3，000千円）   

（∋派遣先医療機関の派遣医師受入   
準備経費   
（1か所：150千円）   

（訃派遣元医療機関の逸失利益等   
（1か所：1．250千円／月）   

④派遣医師の海外研修等   
（1人：2．064干円以内）   

＜負担割合＞   

国1J2、県1／2以内、事業主1／2以内  

関
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④（海外研  

派遣元医療機関  

ぶ㍊㌫㍊瀬遣先医療機関   
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●救急勤務医支援事業（新規）  2，044，967干円（0千円）   

救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セン  
ターを含む）に勤務する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図  
るため、休日・夜間において新たに救急勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象経費） 勤務医に対する手当（救急勤務医手当）  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県2ノ3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）  

（積算単価） 土日祝日の昼間13，570円／回、夜間18，659円／回  

（創設年度） 平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。  （担当課：指導課）  

●へき地診療所等医師支援事業（新規）   136，042干円（0千円）   

へき地においては、子弟の教育環境が不足していること、交通が不便であること、過重労働であること、  

緊急対応時の負担が大きいことなどから、医師の確保が困難となっている。  

この課題を解消するための方策として、へき地診療所等において交替制勤務等を行うための支援や医師  

のへき地勤務を容易にするための交通費の補助を行う。  

（対象経費）へき地診療所まで通勤のための交通費、子弟の通学のための交通費、週末帰宅のための交通費等   
（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）   
（補助率） 民間：1／3（国1／3、事業者2／3）  

公的ニ2／3（国2／3、事業者1／3）  
沖縄：3／4（国3／4、事業者1／4）   

（積算単価）1，313千円／1か所   
（創設年度）平成21年度  

（担当課：指導課）  

36  
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●短時間正規雇用支援事業（新規）  1，522，831千円（0千円）  

「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・育児等と勤務との  

両立を可能とし、医師の離職防止・復職支援を図り、医療機関における医師を安定的に確保するもので  

ある。  

（対象経費）代替医師雇上謝金  

（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／3（国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）5，115千円／1か所  
（担当課：医事課）  

●医師事務作業補助者設置支援事業（新規）  814，625千円（0千円）   

医師の業務負担を軽減するために、書類記載、オーダノングシステムヘの入力などを行う医師事務作  

業補助者の設置一充実を図る。   

（対象経費）代替職員賃金  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）   
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  

（積算単価）乙606千円／1か所  

（担当課：医事課）  

37  

●協働推進研修事業（新規）  349，991干円（0干円）   

看護師等の能力の研鑓のための研修の場を確保し、医師の業務負担の軽減及び看護職員等の  

専門性を発揮する機会の増大を国り、医療提供体制の充実を図るものである。  

（対象経費）謝金、旅費、需用費、役務費、備品購入費等  

（実施主体）都道府県  

（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  

（創設年度）平成21年度  （担当課：看護課）  

●女性医師等就労環境改善緊急対策事業（新規） 940，000千円（0干円）  

院内の就労環境の改善等について効果的な総合対策を行う医療機関を緊急的に整備し、働きや  

すい職場環境の普及に資する。  

（対象経費）夜勤・当直免除、主治医制の廃止、キャリア形成の支援、院内における就労環境改善の検討などに  

必要な経費  

（補助先）都道府県（市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2以内、事業主1／2以内）  
（積算単価）20，000千円／1か所  
（創設年度）平成21年度  

（担当課：総務課）  
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●臨床研修費等補助金（新規）  110，331千円（0干円）   

医師不足地域等の臨床研修病院が外部講師（指導医）を招へいするために必要な経費等を支援す  

ることにより、課題解決を図る。  

（対象経費）外部講師謝金、旅費、宿泊費  
（補助先） 公私立大学附属病院、厚生労働大臣の指定した公私立病院  
（補助率） 定額  

（積算単価）外部指導医経費  

（創設年度）平成21年度  

：506千円／1か所  

（担当課：医事課）  
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救急医療対策関係   

平成21年度予算  

平成20年度予算100億円→平成21年度予算205億円  

「経済財政改革の基本方針2008」（平成20年6月）、「安心と希望の医療  
確保ビジョン」（平成20年6月）、「5つの安心プラン」（平成20年7月）等を  
踏まえ、以下の事業等に約 
一層の推進を図ることとしでいる。   

①救急医療を担う医師の支援   

②救急医療の充実   

③管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援   

④ドクタ「ヘリ導入促進事業の充実   

⑤周産期医療の充実  
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【主な新規予算等】   

●救急勤務医支援事業（新規）  2，044，967千円（0千円）   

救命救急センター及び第二次救急医療機関（総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療セ  

ンターを含む）に勤務する救急医（産科医、麻酔科医、新生児科医、小児科医等を含む）の処遇改善を図  

るため、休日一夜間において新たに救急勤務医手当（宿日直手当や超過勤務手当とは別）を創設する。  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

（創設年度）   

勤務医に対する手当（救急勤務医手当）   

都道府県（間接補助先二厚生労働大臣が認める者）   

1／3（負担割合二国1／3、都道府県2／3以内、市町村2／3以内、事業主2／3以内）   

土日祝日の昼間13，570円／回、夜間18，659円／回   

平成21年度  

※ 都道府県、市町村が負担しない場合でも補助が可能。  （担当課：指導課）  

●小児初期救急センターの運営に対する支援事業（新規）26，633干円（0干円）  

軽症患者が9割を超える二次救急医療機関への患者を小児初期救急センターで受け入れることによ  

の   
小児初期救急センターに派遣される診療所医師等の交通費  
都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
1，700千円／1か所  

平成21年度  

リ、病院勤務医   
（対象経費）   

（補助先）   

（補助率）   

（積算単価）   

（創設年度）  （担当課：指導課）  
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●救命救急センター運営事業   5，069，674干円（2，771，669干円）  

（彰救命救急センター（20∴ノ30床型）4，841，649千円（2，571，277干円）   

（対象経費） 医師・看護師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先二厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

（補助率） 1／3（負担割合二国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）121，571干円→178，995千円／1施設（30床型）  

（創設年度） 昭和51年度  

②也毯救命救急センター（10床型）228，025千円（200，392千円）  

既存の救命救急センターまでのアクセスに相当の時間を要する地域に対し、也埋救命救急センター  

の設置促進を図る。   

（対象経費）医師・看護師等の確保に係る人件費、材料費等  
（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（公立分除く））  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）103，648千円／1施設（10床型）  
（創設年度）平成15年度  

（担当課：指導課）  
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●管制塔機能を担う救急医療機関等運営事業   5，114，234干円（0千円）   

救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、各医療機関  

の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機関又は院内の診療科へ紹介できる  

体制を整備し、救急患者の受入れ実績を踏まえた支援や、地域の診療所医師の救急医療への参画を  

促すための財政支援を行う。   

・管制塔を担う病院  
（対象経費）医師、診療補助者等の人件費、医療機器購入費等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  
（積算単価） 30，746千円／1施設   

・支援病院  
（対象経費）医師人件費、空床確保費  

（補助先）・ 都道府県（間接補助先こ市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  

（補助率） 1／3（負担割合二国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

（積算単価）9，966千円／1施設  

（創設年度）平成21年度   

・支援診療所  

（対象経費）医師人件費（派遣経責）  

（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

（積算単価）4，953干円／1施設  
（担当課：指導課）  
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制塔機能を担う医療機関の整備（救急医療痩由の拠点化）  

○地域において安心できる（救急患者搬送が円滑に受け入れられる）救急医療体制を構築  

○患者の症状に応じた適切な医療を、医療機関が迅速に選択  

管制塔機能を担う医療機関に期待される機能  支援医療機関の機能  

○都道府県と協力し、地域において救急患者搬送が円滑に受け入れられる第二  

次救急医療体制を構築するにあたり中心的役割を担う（調整機能を有する）  

○必要に応じ、患者を処置の上、支援医療機関や救命救急センター等に紹介  

○患者の重症度に応じ、診療優先順位を決定し、対応  
一一〆‾ ‾‾‾…‾‾‾‾‾－‾■・－  

○地域の医師の応援派遣を受入れ   一←一一一  

○管制塔機能を担う医療機関からの  
受入要請に対応する医療機関  

○必要に応じ、空床を確保  

○必要に応じ、管制塔機能を担う医療  
機関に医師を派遣  

・現場から直接搬送  

・輪番群病院等から転送  44  
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●救急医療支援センター運営事業（新規）  108，595干円（ 0千円）  

モデル事業として、救急医療機関において、特に緊急的な措置が必要な脳卒中や循環器疾患につい  
て、小児科を含む専門医が3人体制で休日一夜間に常駐する救急医療支援センターを設置し、遠隔画像  
診断等による診断・治療の支援を図る。  

（対象経費）医師の人件費等  
（補助先）  厚生労働大臣が認める者  

（補助率） 定績  
（積算単価）108，595干円／1施設  

（創設年度）平成21年度  （担当課二指導課）  

●救急医療トレーニングセンター運営事業（新規）   89，798千円（0千円）  

全国2ケ所の医療機関を「救急医療トレーニングセンター（仮称）」として指定し、後期臨床研修生を対  

象とした充実した研修を行うことにより、救急医療に関する基礎技術の底上げを図りつつ、救急全般に  

対応できる専門医の基礎能力育成を行うことにより救急医療を担う人材の確保を図る。  

（対象経費）医師の人件費等  

（補助先） 指定医療機関  
（補助率） 1／2（負担割合：国1／2、指定医療機関1／2）   
（積算単価）89，798干円／1施設  

（創設年度）平成21年度  

（担当課：指導課）  
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●ドクターヘリ導入促進事業  2，014，080千円（1，358，632千円）  

（運営か所数の追加による増）   

救命率の向上及び広域患者搬送を目的として、救急患者に早期に治療を開始するとともに、医療機関  

へ迅速に搬送するドクターヘリ（医師が同乗する救急専用ヘリコプター）を救命救急センターに配備する。  

（対象経費）運航経費（委託費）、搭乗医師等確保経費、運航調整委員会経費   

（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）   
（補助率） 1／2（負担割合周1／2、都道府県1／2）   

（積算単価）167，840千円／1か所   

（創設年度）平成13年度   

（導入か所）（実施状況：平成21年3月現在）  

北海道、福島県、群馬県、干葉県、埼玉県、神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、和歌山県、  
岡山県、福岡県、長崎県、沖縄県（20年度予定：青森県）  

（担当課：指導課）  

●ドクターヘリ夜間搬送モデル事業（新規）  51， 

既存のドクターヘリ導入促進事業をベースとして、夜間も運航するための体制を確保する場合に必要  
な経費を補助する。  

（対象経費）運航経費（委託費）、搭乗医師等確保経費、照明機器設置費  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣の認める者）  

（補助率） 1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

（積算単価）51，499千円／1か所  

（創設年度）平成21年度  （担当課：指導課）   

46   
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●周産期医療対策事業  222，526千円（171，055千円）   

救急医療を必要とする未熟児等に対応するため、都道府県において妊婦・新生児に対する周産期  
医療システム（ネットワーク）を整備。また、医療機関相互の連携を強化するため、受入妊婦の病状に  
応じた専門病院への搬送先の調整、確保するための「母体搬送コーディネーター」を総合周産期母子  
医療センターなどに配置する。   

（対象経費）周産期協議会開催経費、周産期救急情報システムの改修経費、コーディネーターの人件費等  

（補助先） 都道府県  

（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県2／3）（母体搬送コーディネートを除〈）  

1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）（母体搬送コ⊥デイトター）  

（積算単価）母体搬送コーディネート29，625千円／1都道府県  

（創設年度）平成8年度  （担当課二指導課）  

●総合周産期母子医療センター運営事業  886，839千円（777，556千円）   

周産期にある妊婦のうち、特に危険度の高い者を対象とし、出産前後の母体及び胎児、新生児の  
一貫した管理を行う施設（総合周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の  

受入の促進を図るため、近隣の開業医等から医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、  
その医師等に対して謝金を支給する。  

（対象経費）医師等の確保に係る人件費、材料費等  

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  
（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）70，603干円（MF】CU12床）／1か所  

（創設年度）平成8年度  （担当課：指導課）  
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●地域周産期母子医療センター運営事業（新規）  142，285千円（▼0干円）   

地域において、出産前後の母体及び胎児、新生児の一貫した管理を行う比較的高度な医療を提供  

する施設（地域周産期母子医療センター）に対する運営費の補助。また、妊婦搬送の受入の促進を図  

るため、近隣の開業医等から医師等の協力を得て、夜間、祝日等の勤務する場合、その医師等に対し  
て謝金を支給する。  

（対象経費）医師等の確保に係る人件費、材料費等   

（補助先） 都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  
（積算単価）41，551千円（MFICU6床）／1か所   

（創設年度）平成21年度  
（担当課二指導課）   

737，516千円（737，516千円）  ●産科医療機関確保事業  

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  

分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  

て、経営の安定化を図るための支援を行う必要がある。このため、産科医療機関に対して、運営費等の  
補助を行う。   

（対象経費）産科医療接関に勤務する医療従事者の人件費、医師等の休日代替要員屋上経費  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 1／2（負担割合：国1／2、都道府県1／2）  

（基準単価）22，810千円（分娩取扱機関年間9月以上）／1か所  
（創設年度） 平成20年度  

（担当課：指導課）  
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●産科医療機関設備整備事業  420，641千円（420，641千円）   

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  

分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  

て、産科医療機関として必要な医療機器の整備を実施する。（医療施設等設備整備費補助金の事項）   

（対象経費） 産科医療機関として必要な医療機器購入費（分娩台、超音波診断装置、分娩監視装置等）  
（補助先） 都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 1／2（負担割合二国1／2、都道府県1／2）  

（基準単価） 8，673干円／1か所   
（創設年度） 平成20年度  

（担当課：指導課）  

●産科医療機関施設整備事業  91，831千円（91，831千円）   

分娩を行う医療機関が逓減している現状を踏まえて、当面、病院の集約化が困難な地域において、  

分娩可能な産科医療機関を確保する観点から、一機関あたりの分娩件数が少ない産科医療機関に対し  

て、分娩室の増改築整備等を実施する。（医療施設等施設整備費補助金の事項）   

（対象経費） 分娩室、病室等の増改築等に要する工事費又は工事請負費   
（補助先）  都道府県（間‡妾補助先二市町村、厚生労働大臣が認める者）  
（補助率） 1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）  

（積算単価）分娩室、病室等 4，950干円／1か所 妊産婦等宿泊施設14，728千円／1か所  

（創設年度）平成20年度  

（担当課：指導課）  

49  

小児救急医療体制整備予算（抜粋）  ［21年度予算額］  

3，069百万円  

2，332百万円  ○小児救急医療（初期～三次）体制の整備  

①小児初期救急センターの運営に対する支援事業（平成21年度新規）   

小児の急患を受け入れる小児初期救急センターの運営に対する財政支援を行う。  

27百万円  

②小児救急医療支援事業（平成11年度～）  1，291百万円  
二次医療圏内の小児科を標模する病院において実施する当番制等休日・夜間の体制を充実する。   

③小児救急医療拠点病院運営事業（平成14年度～）  866百万円   

二次医療圏単位での小児救急医療体制の確保が困難な地域において、広域（原則複数の二次医   

療圏）を対象にした小児救急医療拠点病院の充実を図る。   

④小児救急専門病床確保事業（平成18年度～）  149百万円   
既存の救命救急センターに小児専門集中治療室を整備し、重篤な小児救急患者を受け入れる体   

制を整備充実する。   

⑤小児救急専門病床施設・設備整備事業（平成18年度～）   

救命救急センターにおける小児専門集中治療室の施設及び専用の医療機器の整備を行う。   

（医療提供体制推進事業費補助金〔設備整備費〕及び医療提供体制施設整備交付金の事項）   

⑥ 小児初期救急センター施設・設備整備事業（平成19年度～）   

小児の急患を受け入れる小児初期救急センターの施設及び医療機器等の整備を行う。   

（医療提供体制推進事業責補助金〔設備整備費〕及び医療提供休制施設整備交付金の事項の追加）  
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○小児救急医療体制の充実  737百万円  
①小児救急電話相談事業（平成16年度～）  520百万門   

地域の小児科医により夜間における小児患者の保護者等向けの電話相談体制を整備し、地域の   
小児救急医療体制の補強を推進する。（全国同一短縮番号（＃8000）で実施することにより、どこ   
でも患者の症状に応じた適切な医療が受けられる。）   

②小児救急地域医師研修事業（平成16年度～）  26百万円   
地域の内科医等を対象に小児救急に関する研修を実施し、地域の小児救急医療体制の補強及び   
質の向上を図る。   

③救急医療専門領域医師研修事業（平成20年度～）  83百万円   
入院を要する救急医療を担う医療機関等において診療を行う医師を対象に、脳卒中・急性心筋梗   
塞・小児救急・重症外傷等に対する専門的な救急医療に対応する研修を救命救急センター等にお   

いて実施する。   

④小児科・産科連携病院等協力体制促進事業（平成19年度～）  64百万円   
集約化暮重点化を実施する地域において、拠点病院とのネットワ→ク化を進めるため、小児科■産   
科の病床を削減し、医療機能の変更（他科病床、他の診療機能など）を行う連携病院等を対象に   
経過的な支援を行う。   

⑤ 小児救急遠隔医療設備整備事業（平成16年度～）   

ITを活用し、小児救急患者の肉眼的映像、病理画像、X線画像等を小児科専門医の所在する医療   
機関に伝送し、診療支援を受けるための設備整備。   
（医療提供体制推進事業費補助金〔設備垂鹿妻〕の事項）  

⑥小児科・産科連携病院等病床転換施設・設備事業（平成19年度～）   

集約化・重点化を実施する地域において、拠点病院とのネットワーク化を進めるため、連携病院等   
を対象に小児科・産科の病床を削減し、医療機能の変更（他科病床、他の診療機能など）に伴う整   
備費を助成する。   
（医療提供体制推進事業費補助金〔設備整備費〕及び医療提供体制施設整備交付金の事項）  

平成20年度第一次補正予算、第二次補正予算  
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【第一次補正】   

●医師派遣緊急促進事業  5，921，875干円  

都道府県医療対策協議会の派遣調整に基づき、医師派遣を行う医師派遣協力医療機関（派遣元医療  
機関）が、医師を派遣することによる逸失利益に対して、それに相当する額を助成する。  

（対象経責） 医師を派遣することによる逸失利益に相当する経費  

（補助先） 都道府県（間接補助先二市町村、厚生労働大臣が認める者）  

（補助率） 県内派遣二1／2（国1／2、都道府県1／4、事業主1／4）  

緊急臨時的医師派遣：3／4（国3／4、都道府県1／4）  

（積算単価）1，250千円／月  
（担当課：指導課）  

●医師事務作業補助者設置事業  678，854千円   

医師の業務員担を軽減するために、書類記載、オーダリングシステムヘの入力などを行う医師事務作  

業補助者の設置・充実を図る。  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

代替職員賃金  
都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  
1／2（国1／2、都道府県1／2）  

2，172千円／1か所  （担当課：医事課）  
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●短時間正規雇用支援事業   466，115千円  

「短時間正規雇用」の導入により、勤務医の過重労働の軽減及び女性医師の出産・育児等と勤務との  

両立を可能とし、医師の離職防⊥ト復職支援を図り、医療機関における医師を安定的に確保する。  

（対象経費）代替医師雇上謝金   

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）   
（補助率）1／3（国1／3、都道府県1／3、事業者1／3）   

（積算単価）乙130千円／1か所  
（担当課：医事謀）  

●病院内保育所施設整備事業  156，021干円  

女性医師及び看護職員等の離職の防止・復職支援のため、病院内保育所の保育環境の改善を図るた  

めの病院内保育所の改築工事に対し、必要な費用の一部を助成する。  

（対象軽費）老朽化等の病院内保育所の増改築に要するエ事費、工事請負糞   

（対象か所数）53か所   

（補助先）都道府県（間接補助先：厚生労働大臣の認める者（自治体立の病院・診療所を除く）   

（補助率）1／3（国1／3、事業者2／3）   

（積算単価）収容定員（上限30人）×5ポ×基準単価  
（例：20人×5ポx145，700円＝14，570千円）  

（担当課：看護課）  
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●管制塔機能を担う救急医療機関に対する支援事業  582，534千円  

救急患者に対し、地域全体でトリアージ（重症度、緊急性等による患者の区分）を行い、院内の各診療  
科だけでなく、地域全体の各医療機関の専門性の中から、病状に応じた適切な医療を提供できる医療機  
関又は院内の診療科へ効率的に振り釧ナる体制の整備を図る。  

管制塔を担う病院  

（対象経費）  

（補助先）  

（補助率）  

（積算単価）  

支援病院  
（対象経責）  

（補助先）  

（補助率）  

医師等の人件費  
都道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

22，779千円／1施設  

医師人件費、空床確保章  
節道府県（間接補助先：市町村、その他厚生労働大臣が認める者）  
1／3（負担割合：国1／3、都道府県1／3、事業主1／3）  

（積算単価）9，966干円／1施設  
（担当課：指導課）  

●基幹災害医療センター施設整備事業、地域災害医療センター施設整備事業医  

療提供体制施設整備交付金  10，733，050干円の内数  

医療施設の耐震化を一層促進するため、医療提供体制施設整備交付金の事項のうち、基幹災害医  
療センター施設整備事業及び地域災害医療センター施設整備事業の調整率の嵩上げを行う。 

（対象経費）耐震化工事費  

（補助先）都道府県（間接補助先：厚生労働大臣が認める者（公立除く））  

（調整率） 0．33 → 0．50  
（基準額）2，300∩イ×32，700円＝75，210千円  （担当課：指導課）  
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【第二次補正】 

●緊急ヘリポート施設整備事業   1，101，119千円  

ドクターヘリを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性に鑑み、ドク  
ターヘリを用いた救急医療の全国的な確保を図るため、管制塔機能を担う医療機関にヘリポートを設置  

する場合に必要な費用を助成。  

（対象経費）ヘリポート設置工事費  

（補助先） 
（補助率）1／3く国1／3、事業主2／3）  

（積算単価）36，909千円／1か所  
（担当課：指導課）  

●災害派遣医療チーム体制設備整備事業  1，114，633千円   

災害時の初期対応を行う災害派遣医療チ～ム（DMAT）が携行する通信装置及び災害時の救急医療  

に必要となる資機材の整備に必要な費用を助成。  

（対象経費）医療機器購入費等  

（補助先）都道府県（間接補助先：市町村、厚生労働大臣の認める者）  
（補助率）1／2（国1／2、都道府県1／2）  

（積算単価）6，227千円／1か所  
（担当課：指導課）  

56  

28  

‾‥■●訂   



●看護師等協働推進研修モデル事業  101，760千円   

看護師等が専門性を発揮する機会の増大を図るため、医師と看護師等の協働を推進する効果的・効  

率的な研修方法及び連携方法等に関するモデル研修の実施に必要な経費を助成する。  

（対象経費）講師謝金、旅費、印刷製本費、備品購入費、消耗品責  
（補助先） 医療機関  

（補助率） 定 額  
（積算単価） 5，088千円／1か所  

（担当課：看護課）  
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匪垂句  

中央社会保険医療協議会の新たな出発のために（抄）  

平成17年7月 20日  

中医協の在り方に関する有識者会議  

2 診療報酬改定に関する企画・立案の在り方との関係を含めた中医協の機能・   

役割の在り方について  

（1）診療報酬の位置付けについて   

d 診療報酬改定は、髄引二  

係瑚つのプロセ  

旦を経て行われることとなるが、それぞれにおいて、中医協の機能・役割を  

明確化していくことが求められている。  

（2）診療報酬改定の改定率の決定について   

○ 一診療報酬改定の改定率は、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係  

その決定は内閣の権限である。  数であり、   

（3）診療報酬改定に係る基本方針について   

○ 改定率を除く診療報酬紺こ係る基本的な医療政策の審議については、厚  

生労働大臣の下における他の諮問機関にゆだね、そこで「診療報酬改定に保  

塁草本方針」を定めることとし、卿こ沿  

三三、診療報酬改定に係る考え方を整理しつつ、具体的な診療報酬点数の設  

定に係る審議を行うこととすべきである。   

○ なお、診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議を行う場としては、社  

の医療保険部会及び医療部会が考えられる。  会保障審議会   

（4）診療報酬改定に係る中医協への諮問及び中医協からの答申の在り方について  

中医協への諮問においては、予算編  ○ 診療報酬改定に係る厚生労働大臣から   

成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、厚生労働大臣の  

下における他の諮臨機関において卿に基づき、診療  

報酬点数の改定案の調査及び審議を行うことを求めるとともに、中医協にお  

壁は、これを受けて慎重かつ速やかに審議を行い、．改定案を作成して答申  

する取扱いとするべきである。   



平成22年度診療報酬改定に向けたスケジュールについて（案ト  

（参考）平成20年度診療報酬改定のスケジュール  

社会保障審議会  中 医 協  

19年9月～ 平成20年度診療報酬改定の基本方針に   
ついて議論を開始   

10月10日 後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（1   
8年10月設置の後期高齢者医療の在り方に関する特別部会とり  
まとめ）   

12月3日 平成20年度診療報酬改定の基本方針  

～12月  

・検証結果も含め、個別項目について集中的に議論  

・医療経済実態調査結果等の報告を受けて、診療報酬   

等の改定率について議論。厚生労働大臣に意見提出  
（11月28日）  

厚生労働大臣の諮問を受け、具体的な診療報酬点数  厚生労働大臣  
の設定に係る調査・審議  

1月18日 中医協に対し、予算編成過程を通じて内閣   

が決定した改定率を所与の前提として、社会保障審   
議会において策定された基本方針に基づき、診療報   

酬点数の改定案の調査・審議を行うよう諮問  

1月18日～25日  
く改定案の策定に過程において、広く国民の意見を募集〉   

1月25日  
・地方公聴会の開催（前橋市）  

2月13日  
・厚生労働大臣に対し、診療報酬点数の改定案を答  

‾■‾  
‾不 



・≧さナー・リー  

平成20年度診療報酬改定の結果の検証について  

（平成21年5月中医協検証部会）  

〔目次〕  

○ 診療報酬改定の結果の検証について・  1頁  

○ 平成20年度調査項目  

1 病院勤務医の負担軽減の実態調査－  2頁  

2 外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査・  7頁  

3 後発医薬品の使用状況調査■  ・11頁  

4 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1   

（後期高齢者診療料の算定状況に係る調査）  

■17頁  

5 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2…・ ・19頁   

（後期高齢者終末期相談支援料に係る調査）   



診療報酬改定の結果の検証について  

○ 診療報酬改定については、その結果の検証を行い、これをその後の診療報酬改定  

に係る議論に繋げていくことが求められており、中央社会保険医療協議会に「診療  

報酬改定結果検証部会」を設置し、検証作業を行っているところ。  

○ 平成20年度診療報酬改定については、医療を巡る様々な課題等に対応すべく、  

① 緊急課題として産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担軽減策を推進し  

たほか、  

② 後発医薬品の使用促進等の適正化策を講ずるなど、メリハリをつけた改定を行  

ったところ。  

③ また、後期高齢者については、長寿を迎えられた方が、出来るだけ自立した生  

活を送ることができるよう、「生活を支える医療」が提供できる診療報酬体系を  

創設したところ。  

○ このうち、平成20年度に検証を行う項目については、平成20年7月の中医協  

の検証部会において決定されたところであり、具体的には、以下の5項目について  

検証することとされたところ。  

① 嘩院勤務医の負担軽減の実態調査  

② 外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査  

③ 後発医薬品の使用状況調査  

④ 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1  

（後期高齢者診療科の算定状況に係る調査）  

⑤ 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2  

（後期高齢者終末期相談支援料に係る調査）  

ー1－   



1病院勤務医の負担軽減の実態調査  

○ 施設基準の届け出状況  

図表2 施設基準の届出状況（n＝516）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

入院時医学管理加算  

医師事務作業補助体制加算  

ハイリスク分娩管理加算  

田現在は届出なし、今後恵元首石訂  をしている  

をしていない   口無回答  

○ 病院勤務医の負担軽減策の実施状況  

図表37 負担軽減策の取組み状況（施設，n＝516）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％   

医師一看護師等の  
業務分担  

医師事務作業  
補助体制   

短時間正規雇用の  
医師の活用   

連続当直を行わない  
勤務シフト  

当直後の通常勤務  
に係る配慮  

日計画にあるが、取り組んでいない  

国その他  

担取り組んでいる  

日計画にない  

－2－   



○ 各診療科における医師の勤務状況の変化  

図表128 各診療科における医師の勤務状況の変化（医師責任者）  

1年前と比較して  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全体   
（∩＝2．389）  

内科  
（n＝5q8）  

精神科  
（n＝58）  

小児科  
（n＝214）  

外科  
（n＝305）  

脳神経外科  
（n＝160）  

整形外科  
（n＝245）   

産科・産婦人科   
（n＝226）  

救急科  
（∩＝43）  

その他  
（∩＝628）  

刀改善した  

臼変わらない  

日悪化した  

田どちらかというと改善した  

臼どちらかというと悪化した  

□その他等   

ー3－  



○ 取り組んでいる勤務医負担軽減策の効果  

図表140取り組んでいる勤務負担軽減策の効果（医師責任者）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

日どちらかといえば効果があっ言「  

田どちらかといえば効果がなかった 

□無回答  ．  

闇効果があった  

四どちらともいえない  

冒効果がなかった   

－4－  



○ 業務分担の効果  

図表163 業務分担の進捗状況（医師責任者・医師）  
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図表164 実施している業務分担の効果（医師責任者■医師）  

～①静脈注射及び留置針によるルート確保～  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

医師責任者  
（n＝430）   

医師  
（n＝727）   

皿効果があった  

田どちらともいえない  

目効果がなかった  

田どちらかといえば効果があった  

田どちらかといえば効果がなかった  

口無回答  

－5－  
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図表166 実施している業務分担の効果（医師責任者・医師）  

～③診断書、診療録・処方せんの記載の補助～  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

医師責任者  
（∩＝753）   

医師  
（∩＝1244）  

□どちらかといえば効果があった 

田どちらかといえば効果がなかったき   

□無回答  

掴効果があった  

田どちらともいえない  

白効果がなかった  

図表168 実施している業務分担の効果（医師責任者・医師）  

～④主治医意見書の記載の補助～  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

医師責任者  
（n＝561）  

「盲高宮示高三云  ロどちらかといえば効果があった  
臼どちらかといえば効果がなかった  

□無回答  

臼どちらともいえない  

ー6－   



2 外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査  

○ 外来管理加算の算定状況  

図表21外来管理加算の算定状況等（平成20年10月末現在）  

0％  20％  40％  60％  8〔）％  100％  

病院（n＝486）  

診療所（n＝585）  

年3  帆算定している  

平成20年3月以前は有り、現在なし  

7
 
 



○ 外来管理加算の意義付けの見直しによる影響   

図表31外来管理加算の意義付けの見直しによる影響  

「（2）患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった」  

（病院、診療所）  

0％  20％  40％  60％  80％  1DO9i  

皿大いにあてはまる Dややあてはまる  田どちらともいえない E  

臼あまりあてはまらない臼全くあてはまらない □無回答  喜  
，■．＿一▲．＋ 」  

図表68 平成20年4月以降の診察内容の変化  

「症状・状態についての医師からの説明」（患者）  

20％  40％  60％  80％  100％  

算定あり  
（∩＝602）  

算定なし  
（n＝386）  

3月以前よりもわかりやすい  ロ3月以前と変わらずわかり  

田3月以前と変わらずわかりにくい  

□無回答  

匝3月以前よりもわかりにくい   

ー8－  



○ 望ましい「懇切丁寧な説明」の実施頻度  

図表52 望ましい「懇切丁寧な説明」の内容（病院・診療所）  

0％  20％  40％  60％  80％  川0％  

病院（n＝469）  

診療所（n＝514）   

山毎回実施するべき  

臼患者が求めた時に実施するべき  

□無回答  

□定期的に実施するべき  

国項目毎に異なる頻度で実施するべき  

¶ 」  

図表107「懇切丁寧な説明」についての要望（患者）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全体  

（n＝1933）  

算定あり  
（∩＝1100）  

算定なし  

（n＝833）  

「  圃通院毎に全項目  

国定期的に全項目  

日症状変化があったときのみ全項目  

国自分が求めたときだけ全項目  

田その他  

貴通院毎に一部項目  

国定期的に一部項目  

田症状変化があったときのみ一部項目  

欝自分が求めたときだけ一部項目  

□無回答  

※「懇切丁寧な説明」の項目  

問診、身体診察、症状一状態についての説明、治療方針についての説明、生活上の注意や指導、  

処方薬についての説明、悩みや不安・疑問への対応、その他  

－9－   



○ 時間の目安について  

図表1外来管理加算の時間の目安についての考え（患者）  

0％  20％  409ら  60％  80％  100％   

全体  
（n＝1933）  

し
）
 
 

な
3
3
 
 

定
司
 
 

算
h
 
 

田時間の目安は必要だ  日韓間の目安は必要でない  □無回答  

－10－   



3 後発医薬品の使用状況調査  

○ 保険薬局調査の結果概要  

図表19 すべての処方せんにおける、「後発医薬品への変更不可」欄の  

処方医の署名等の有無（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

図表20「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せん  

（n＝318，896）における、後発医薬品への変更状況  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  

0％  20％  40％  60％  8眺  100％  

－1卜   



図表46 後発医薬品調剤に関する考え方   

0％ 109も 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80ワも 90％ 100％  

全体  
（n＝944）  

町特にこだわりはない  口積極的に調剤するようにしている  

田薬効により調剤するようにしている 詔あまり積極的には取り組んでいない  

Ⅲ無回答  

図表47 後発医薬品の説明・調剤にあまり積極的に取り組まない理由  

（複数回答、n＝316）  

0チ乙  20％  40％  

＋  十「▼▲▲  」  「  
60％  80％  100％  

品質に疑問がある  

ため  

効果に疑問がある  

ため  

副作用に不安がある  

ため   

安定供給体制が不備で  
あるため   

情報提供が不備である  
ため  

患者への普及啓発が  

不足なため   

薬局に経済的な便益が  

ないため   

近隣医療機関が使用に  
消極的なため  

その他  
％
 
 
 
 
A
‥
 
 

7
 
 

無回答LO、3％  

－12－   



○ 診療所・病院・医師調査の結果概要  

図表79 「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経験の有無  

（医師ベース）  

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％  

図表80 院外処方せん枚数全体に占める、「変更不可」欄に署名した  

処方せんの割合（医師ベース）  

0％ 10％ 20％  30％ 40％ 50％ 60％  70％ 80％ 90％ 100％  

診療所  

（n＝206）   

病院  

（n＝153）  

臨10％未満  ロ10％以上～30％未満 田30％以上～50％未満 

国50％以上～70％未満 日70％以上～90％未満 臼90％以上  

□無回答  

－13－   



図表81「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由  

（医師ベース、複数回答）  

0．0  10．0   20．0   30．0   40，0   50．0  60．0   

患者から強い要望が  
あったから  

品質が不安だから  

メーカの供給体制が  
不安だから   

情報提供体制が不安  
だから   

剤形が患者に適して  
いないから   

薬局での備蓄が不安  

だから  

効果や副作用の違いを  
経験したから   

治療域のせまい薬剤  
だから  

先発医薬品を長〈使用し  
信頼   

使用医薬品の銘柄を  
指定されている  

診療録に記載するのが  

面倒だから   

どのような薬剤に調剤  

されるか心配  
ト  

薬剤料力莞ならない円ま・‡芸  

特に理由はない  

その他  

こ・・・ －－－ －  

㌻二二∴≡二  

ー14－   



○ 患者調査の結果概要  

図表104 後発医薬品の認知状況（男女別）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％   

全一本  
（n＝1717）  

男性  
（n＝807）  

女性  
（n＝898）  

岨知っている 臼名前は聞いたことがある 切知らない ロ無回答  

図表125 後発医薬品使用に対する考え方（後発医薬品の使用経験別）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％  

全体   
（n＝1717）   

使用経験あり  
（n＝862）   

使用経験なし   
（∩＝796）  

ば後発医薬品を住いたい  田できれば先発医薬品を使いたい  

局後発・先発医薬品にはこだわらない 田わからない  

巳無回答  

ー15－   



図表130 後発医薬品を使用するにあたって必要なこと  

（複数回答、後発医薬品の使用経験の有無別）  

0．0％  20．0％  40．0％  60．0％  80．0％ 100．0％  

効果があること  

使用感がよいこと  

副作用の不安が少ないこと  

窓口で支払う薬代が安くなること  

医師のすすめがあること  

薬剤師のすすめがあること  

不安を相談できるところがあること  

正確な情報が容易に入手できること  

その他  

と〈にない  

無回答  

－16－   



4 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1  

（後期高齢者診療料の算定状況に係る調査）  

○ 後期高齢者診療料の算定状況  

図表1－6 後期高齢者診療料の算定状況  

算定状況  

（N＝1．102）  

0％  10％  20％  30％  40％   50％  60％   70％  80％   90％ 100％  

□算定あり  ロ  

○ 後期高齢者診療料を1人も算定していない理由  

図表ト30 後期高齢者診療料を1人も算定していない理由（医療機関）  

0％  50％  100％  （N＝972）   

01患者が後期高齢者診療料を理解することが  
困難なため   

02患者・家族から後期高齢者診療料の算定に   
ついて同意を得ることが困難なため  

03他の医療機関との調整が困難なため  

04患者に対する他の医療機関への受診の調整が   
困難なため   

05後期高齢者診療料に係る診療計画書や本日の   
診療内容の要点の作成が困難なため   

06患者の服薬状況および薬剤服用歴を経時的に   
管理することが困難なため   

07後期高齢者の療養を行うにつき必要な研修を   
受講する（させる）ことが困難なため   

08患者に必要な診療を行う上で現行点数（600点）   
では医療提供コストをまかなうことが困難なため  

09その他  

ー17－   



○ 後期高齢者診療料の算定後のよかった点  

図表2－27 後期高齢者診療料の算定後のよかった点（患者）  

00％    100，i   200％    300％    400％  
（N＝20り  

ア 医師から受ける病状などの三見明がわかりやすくなった  

イ 治療方針など今後のことがわかりやすくなった  

っ 気になったことや悩みを相談しやすくなった  

エ 安心して生活をおくれるようになった  

オ 医師や看護師などに対する信頼が深まった  

力 他の病院・診療所に行った時、自分の状況を  

三見明しやすくなった  

キ その他  

ク よかったと思うことはない  

○ 後期高齢者診療料の算定前後の診療等に対する満足度の変化  

図表2－33 後期高齢者診療料の算定前後の診療等に対する満足度の変化  

（患者）   

満足度  

（N＝203）  

0％   10％   20％   30ワふ   40％  50％   60％   70％   80％   90％  100％  

拉変わらない   ロ不満   ■  

ー18－   



5 後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2  

（後期高齢者終末期相談支援料に係る調査）  

○ 終末期の治療方針等についての話し合いに関する意識（意識調査）  

図表3－9 終末期の治療方針等の話し合いの実施意向   

合計  
（N＝1．209）  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

ロ話し合いを行いたい  日詰し合いを行いたくない  田わからない  

図表3－10 年齢階層別にみた終末期の治療方針等の話し合いの実施意向  

20－29歳  

（N＝119）  
％
 
 
 

「
／
 
 
 

0
 
 
 

0
0
 
 

42％  0．8％  

1．1％  

2．5％  

0．8％  

0．8％  

0．8％  

1．8％  

■     ■     ■     ■     ■  
1  r  

91．3％：・二  

！  i  

858％  

l l l     】 ．．．．． ．．．． ．．．．． ．． ． て   
50－59歳  

（N＝240）  

60－64歳  

（N＝118）  

846％                 38  

l  l  】  l  

847％                42％  
」  l  l  l  

868％・                53 ％  

一 716％  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

日詰し合いを行いたい  白話し合いを行いたくない  通わからない  田無回答  
」」ご空  

－19－   



○話し合い後の患者・家族の状況（事例調査、回答者は医療機関のスタッフ）  

図表2－10 話し合い後の患者本人の様子  

合 計  

（N＝2，420）   

j十▼⊥．▲、＿＿＿〈∴」 ＝＿＿几▼▲＿一＿」＿】▲  」   

0％  10％  20％   300ふ  40％   50％   60％   70％   80％  90％ 100％  

□話し合ってよかった  日どちらかといえば、話し合ってよかった  

8どちらかといえば、言古し合わなければよかった □話し合わなければよかった  

ロわからない  日本人は話し合いに同席しなかった  

ロ不明  

合 計  

（N＝2，420）  

L  】＿L」＿】一l一一」 1＿＿「【＿▼＿」】▲一一一1＋⊥、．j  

O％  10％   20％   30％   40％   50％   60％   70％   80％   90％ 100％  

ロ話し合ってよかった  臼どちらかといえば、話し合ってよかった  

dどちらかといえば、話し合わなければよかった ロ話し合わなければよかった  

佃わからない  臼家族は言乱′合いに同席しなかった  

L竺竺讐  

図表2－12 話し合いが患者・家族へもたらした影響＜複数回答＞  

事例数  

不安が軽減されたようだった  

患者にとってよりよい（自分らしい）決定に生かされたようだった  

医療提供者への信植が深まったようだった  

患者と家族の問で思いが共有されたようだった  

家族の悲しみが深まったようだった  

迷いや混乱が生じたようだった  

医療提供者への不信感をもったようだった  

患者の元気がなくなったようだった  

その他  

特になし  

1，121件  

748件  

594件  

366件  

169件  

116件   

26件  

18件  

132件  

473件  

46．3％   

30．9％   

24．5％   

15．1％  

7．0％  

4．8％  

1．1％  

0．7％  

5．5％  

19．5％  

総 数  2，420件  100．0％  

－20－   



○終末期の治療方針等についての話し合い等に対する費用の支払いに関する意識（意識調査）  

図表3－17 公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることへの意識   

合 計  

（N＝1，209）  

10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

古壷高音「  ロ好ましい  ロ好ましくない  由どちらともいえない   

図表3－18年齢階層別にみた公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われることへの意  

識  

一
一
 
 

0
N
 
 

2
 
3
0
N
 
 

394％  4．6％  

2．1％  

0．8％  

3．3％  

1．0％  

2．2％  

0．8％  

354％  

■
 
 

一
1
 
 

0
 
 

4
N
 
5
0
N
 
 

339％  

l  L  

338％  

l  】  】  
l  

60－64歳  

（N＝118）  

65－74億  

（N＝243）  

75歳以上  

（N＝109）  

ト  ト  l  l  

26．2＼  
■     ▼     ▼     ■     ■     ■  

】  l  

286％  

0％  10％  20％  30％  40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

ロ好ましくない  ■どちらともいえない  田無回答  □好ましい  

㊦   



平成20年度診療朝潮Il改定の結果検証に係る特別調査  

（平成20年度調査）の結果について  

多療 

21年5月20日  

社会保険医療協議会  

報酬改定結果検証部会  

1 特別調査（平成20年度調査）の実施について   

喜多療報酬改定結果検証部芸（以下、「検証部芸」という。）では、平成20年5月  

21日に策定した「平成20年度喜多療幸闘州改定結果検証特別調査項目について」に  

掲げられた特別調査10項目のうら、平成20年度早急に毒手する項目として、次  

の5項目を選定し、調査を行った。  

（1）病院勤務医の負担軽減の実態調査  

（2）外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査  

（3）後発医薬品の使用状況調査  

（4）後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1  

（5）後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2   

この特別調査は外部委託により実施することとし、実施に当たっては調査機関、  

検証部会委員、関係者等により構成された「調査検討委員芸」における具体的な誠  

査設計及び集計、分析方法の検討を経て行った。調査結果については、調査報告書  

案として平成21年4月22日に開催した当検証部会に報告を行い、その評価につ  

いての検討を行った。その結果を取りまとめたので以下に報告する。   



2 「病院勤務医の負担軽減の実態調査」の結果について  

（1）調査の目的  

病院勤務医の負担軽減策の取組み状況等の把握、および病院勤務医の負担軽減   

と処遇改善等の把握を目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

く施設調査＞  

平成20年7月1［］現在で「入院時医学管理加算」、「医師事務作業補助体  

制加算」、「ハイリスク分娩管理加算」のいずれかの施設基準の届出をしてい  

る病院、1，151施設に対し、平成20年12月に調査票を発送。  

＜医師責任者調査・医師調査＞  

調査対象となった病院における診療科責任者及び医師を調査対象とした。  

1施設当たり医師責任者最大8名（各診療科につき1名×最大8診療科）、  

医師最大24名（各診療科につき3名×最大8診療科）。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

発送数：1，151施設 回収数：516施設（回収率44．8％）  

＜医師責任者調査・医師調査＞  

医師責任者 2，389件、医師 4，227件  

（4）主な結果  

く施設調査＞   

・施設基準の届出状況についてみると、調査対象施設のうら「入院時医学管理  

加算」については14．3％、「医師事務作業補助体制加算」については65．■7％、  

「ハイリスク分娩管理加算」については60．1％の施設が「届出をしている」  

と匝答。（5ページ：図表2）   

・病院勤務医の負担軽減策として、「医師・看護師等の業務分担」をはじめ5  

つの負担軽減策を設定し、当該施設の取組状況をきいたところ、「医師事務作  

業補助体制」に77．1％、「連続当直を行わない勤務シフト」に71．9％、「医  

師・看護師等の業務分担」に56．4％、「当直後の通常勤務に係る配慮」に45．2％、  

「短時間正規雇用の医師の活用」に25．4％が「取り組んでいる」と回答した。  

（34ページ：図表37）  

2   



医師への紹済面での処遇改善について、45．0％の施設が「改善した」と回  

答し、53．7％の施喜買が「変わらない」と回答した。（45ページ：図表48）  

「改善した」施設のうら36．2％が基本給を増やしたと回害し、75．4％が手当  

てを増やしたと因害した。（′46ページ：図表49）   

特定の言多療科に勤務する医師に対して手当を増やしたと回害した施設につ  

いて、手当を増やした特定の診療科の内容をみると、「産科又は産婦人科」の  

78，7％が最も多かった。（51ページ：図表54）  

＜医師責任者調査・医師調歪＞   

直近1週間の平均実勤務時間は、医師責任者で58．0時間、医師で61．3時  

間と回答。   

医師の平均勤務時間を科別で見ると、最も長いのが救急科で74．4時間、最  

も短いのが精神科で51．1時間であった。（90、91ページ：図表105、106）  

平成20年10月における1か月あたり当直回琴は、医師責任者で平均1．61  

回、医師で平均2．78回であった。〔平成19年10月 医師責任者 平均1．75  

回、医師 平均2．92回〕   

特に「産科・産婦人科」においては、医師責任者で平均2．90匝I、医師で  

4．51回、〔平成19年10月 医師責任者 平均3．25匝】、医師 4．75匝】〕  

「救急科」においては、医師責任者で平均2．73回、医師で5．48回であった。  

〔平成19年10月 医師責任者 平均3．13回、医師 5．65回〕（92、94  

ページ：図表107、109）   

平成20年10月における1か月あたり連続当直回数は、医師責任者で平均  

0．07回、医師で平均0．13回、平成19年10月における平均回数とほぼ同  

じであったが、「産科・産婦人科」においては、医師責任者で平均0．29回、  

医師で平均0．40回（平成19年10月における平均回数は医師責任者0．40  

回、医師0．47回）であった。（96、98ページ：図表111、113）   

各診療科における入院・外来診療に係る業務負担の変化について「軽減した」  

と回答した医師責任者は、入院では7．3％、外来では6．0％である一方で、「増  

加した」は、それぞれ43．3％、38．3％であった。   

また、施設における各勤務医負担軽減策の取り組みの有無別に見ると、すべ  

ての取り組みで、「取り組んでいる」施設の医師責任者の万が「取り組んでい  

ない」施設の医師責任者より「軽減した」と回等した割合がやや高かったもの  

の、大きな差違は見られなかった。（103、107ページ：図表118、123）   

各診療科における医師の勤務状況の変化について、医師責任者の16．8％が  
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「改善した」又は「どららかというと改善した」と回答した一方、41．3％が  

「変わらない」、40．8％が「どららかというと悪化した」又は「悪化した」と  

回答。（111ページ：図表128）   

医師責任者に対して、取り組んでいる勤務負担軽減策として9つの項目を設  

定し、その効果について質問したところ、「効果があった」及び「どちらかと  

いえば効果があった」との回答が6割を超えたのは、「医師事務作業補助者の  

配置」（72．8％）、「常勤医師の増員」（70．7％）、「非常勤医師の増員」（、67．8％）、  

「医師業務看護師等コメディカルヘの移転」（66．4％）、「連続当直を行わない  

勤務シフト体制」（64，8％）であった。（123ページL：図表140）   

医師への経済面での処遇改善について、基本給では6．8％の医師責任者が増  

えたと回答。診療科別の基本給では、増額したと回答したのは脳神経外科  

11．3％、産科・産婦人科10．2％、整形外科6．9％の順である。（124ページ：  

図表141）   

手当については、医師責任者の10．9％が増えたと回答。診療科別の手当で  

は、増額したのは産科・産婦人科19．9％、脳神経外科14．4％、救急科14．0％、  

小児科14．0％の順。（125ページ：図表142）   

医師個人の1年前と比較した勤務状況の変化については、医師責任者の  

13．2％が「改善した」又は「どららかというと改善した」と回答した一方、  

47．7％が「変わらない」、37．8％が「どちらかというと悪化した」又は「悪  

化した」と回答。   

また、医師は14．3％が「改善した」又は「どちらかというと改善した」と  

回答した一方、49．8％が「変わらない」、34．8％が「どららかというと悪化  

した」又は「悪化した」と回答。（126ページ：図表143）   

日常業務において医師が負担が最も重いと感じている業務を二⊇選択する質  

問については、医師責任者では「病院内の診療外業務」が24．0％、「外来診療」  

が23．4％であり、医師では「当直」が30．6％、「外来診療」が20．9％であ  

った。（139、140ページ：図表156、157）   

医師にとって負担が重いと感じる具体的な業務について、12の項目を設定  

した上で選択する質問（複数選択可）では、医師の50．8％が「診断書、診療  

録・処方せんの記載」、44．2％が「主治医意見書の記載」、29．0％が「検査の  

手順や入院の説明、慢性疾患患者への療養生活等の説明」、27．6％が，「診察や  

検査等の予約オーダリンクシステム入力や電子カルテの入力」と回答。（142  

ページ：図表160）   

勤務医負担軽減策に関する計画の認知度について、医師責任者の42．2％、  
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医師の69．9％が「知らない」と回害。（143ページ：図表161）   

業務分担が進んだ項目として12の項目を設定した上で医師責任者及び医師  

に対して業務分担が進んだかどうか尋ねたところ、医師責任者及び医師ともに、  

「診断書、吉多療録・処方せんの記載の補助」については約3割、「主5台医意見  

書の記載の補助」については約2割が「進んだ」旨回害した。   

また業務分担の軽減上の効果について「効果があった」又は「どちらかとい  

えば効果があった」との回害が6割以上であったのは、（む「静脈注射および留  

置針によるルート確保」、③「喜多断雲、診療録・処方せんの記載の補助」、④「主  

治医意見書の記載の補助」である。いずれの項目においても、「医師責任者」  

に比べ「医師」の汚が「効果があった」等の割合が少なかった。（145～160  

ページ：図表163～166、168、170、172～178）  

（5）検証部会としての評価  

本調査では、医師の勤務時間や当直回数、処遇状況や負担軽減策の実施状況   

等について詳糸田な情報を提供してくれた。自由記載部分も含めう後のとるべき   

方策に大いに示唆を与えるものである。  

ただし、本調査の対象は「入院時医学管理加算」、「医師事務作業補助体制加   

算」及び「ハイリスク分娩管理加算」のいずれかを算定している施設であり、   

得られた結果についてはその点を留意する必要がある。これらの施設は比較的   

医療資源が豊富であると思われる施設であり、全ての施設において同様に普及   

していると受け取るべきではない。また、1年前と比較して医師個人の勤務状   

況に関して、医師責任者の場合13．2％が「改善した」「どちらかといえば改善   

した」と回害し、37．8％が「悪化した」「どちらかと言えば悪化した」と回害   

している。医師の場合14．3％が「改善した」「どちらかといえば改善した」と   

回答し、34．8％が「悪化した」「どちらかといえば悪化した」と回答している。  

調査結果が示すように、病院勤務医の状況はよいとは言えない。  

病院勤務医の負担軽減は診療幸鯛州の設定のみで解決できるものではないが、   

効果が認められる項目等が見受けられることに鑑みると、引き続き、診療報酬   

においても、病院勤務医の負担軽減策を実施することが必要だと考えられる。  

特に施設における病院勤務医の負担軽減策の取り組みの有無で、入院・外来   

診療に係る医師の業務負担には大きな差違は認められないが、実際に負担軽減   

策の一環として業務分担を進めている項目について「静脈注射および留置針に   

よるルート確保」、「診断書、診療録・処方せんの記載の補助」、「主治医意見書の   

記載の補助」等ある程度の効果が認められるものもある。特に、後者の二つは  
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多くの医師が負担だと感じている業務であり、それだけに業務分担の効果が大  

きく表れたと思われる。号後も引き続き更なる改善策の検討が必要だと考えら  

れるが、その際には、現場の医師の万が医師責任者より業務分担の効果が小さい  

と受け止める傾向があることを踏まえ、より効果的な方策を検討する必要がある。   

診療報酬め要件についてみると、まず「入院時医学管理加算」については、  

平成20年7月1日現在の施設基準の届出数が88施設と少ないことが指摘され  

る。病院勤務医の負担軽矧こ繋がるように、施設基準の要件の見直し等につい  

て検討する必要があると考えられる。   

また勤務医負担軽減に関する計画については、医師責任者及び医師の認知度  

が低く、施設を挙げての体系的な取り組みが求められる。   

勤務医不足を背景に一部の施設では医師に対する経済面の処遇改善が実施さ  

れているが、基本給もしくは勤務手当が増額されたと回答した医師責任者はそれ  

ぞれ1割程度であった。また、基本給の増額より手当を充実させている施設が多  

いことがわかった。   



3 「外来管理加算の意義付けの見直しの影響調査」の結果について  

（1）調査の目的  

外釆管理加算の意義付けの見直しによる医療機関及び患者への影響を把握す   

ることを目的とした。  

（2）調査対象及び調査の概要  

＜施設調査＞  

全国の一般病床琴が200床未満の病院の中から無作為抽出した1，500  

施設及び全国の一般診療所の中から無作為抽出した2，000施設に対し、平  

成20年11月に調査票を発送。  

＜患者調査＞  

施設調査の対象となった施設に、「算定あり」2名分及び「算定なし」2  

名分の計4名分の調査票を発送。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

病院調査  

診療所調査  

＜患者調査＞  

1，933件  

発送数：1，500施設 回収数：486施設（・回収率32．4％）  

発送数：2，000施設 回収数：585施設（回収率29．3％）  

（4）主な結果  

＜施設調査＞   

・外来管理加算を算定している医療機関は、病院96．5％、診療所87．9％で  

あった。（16ページ：図表21）   

・平成20年4月以降の外来管理加算の算定施設数は病院が8施設増加したが  

診療所は39施設減少した。主たる言多療科別に見ると病院では内科が10施設、  

診療所でも内科が6施設増加したが、一方で、診療所の眼科では29施設、目  

鼻咽喉科では11施設が減少していた。（17、18ページ：図表23、図表25）   

・外来管理加算算定患者1人あたりの平均診察時間は、病院7．3分、診療所  

7．5分であった。（20ページ：図表27）  
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外来管理加算の意義付けの見直しによる影響を把握するため、8つの項目に  

ついてどの程度あてはまるかを尋ねたところ、「より詳細に身体診察等を行う  

ようになった」、「患者に説明をよりわかりやすく、丁寧に行うようになった」、  

「患者の疑問や不安を汲み取るようになった」の選択肢について2～3割の病  

院・喜多療所が「大いにあてはまる」又は「ややあてはまる」と選択したのに対  

し、「憲者1人あたりの診療時間が長くなった」、「診療時間の延長が多くなっ  

た」、「患者の待ら時間が長くなった」の選択肢については3～4割の病院・診  

療所が「大いにあてはまる」又は「ややあてはまる」と選択した。（22、24、  

26、27、31、33、35ページ：図表30、31、33、37、39、45、48、  

51）   

望ましい「懇切丁寧な説明」の内容（「問診」、「身体診察」、「症状・状態／治  

療方針／処方薬についての説明」、「生活上の注意や指導」「悩みや不安・疑問へ  

の対応」等）について、病院42．6％、言多療所49．6％が「項目毎に異なる頻  

度で実施するべき」を選択した。また、このうち「項目毎に異なる頻度で実施  

するべき」を選択した施設に対して、項目毎に実施するべき頻度をきいたとこ  

ろ、「毎回実施するべき項目」として「問診」を8割以上、「身体診察」を約7  

割の病院、言多療所が選択した（複数回害）。（38ページ：図表52、53）  

＜患者調査＞   

（改定前の）3月以前と比べて4月以降の診療に関して変化があったかどう   

かを尋ねたところ、「問喜多・身体診察」や「症状・状態についての医師からの   

説明」等の診察内容について、（改定前の）3月以前と変わらないとした患者   

が、「算定あり」「算定なし」いずれについても約9割を占めた。（52～56ペ   

ージ：図表67～71）  

・外来管理加算の時間の目安については、回答のあった患者のうち、33．8％が  

「時間の日安は必要だ」を選択した一万、55．8％が「時間の目安は必要でない」  

を選択した。（77ページ：図表白3）   

また患者の属性毎の回答の違いを見ると、有効回答数が少ない場合もあるが、   

・年齢階級別には、全ての年齢層で「必要でない」が「必要だ」を上回った。   

「必要だ」が多い年齢層の上位は順に「70～79歳」「60～69歳」「80歳   

以上」であり、「必要でない」が多し1年齢層の上位は順に「30～39歳」「20   

～29歳」「40～49歳」であった（79ページ：図表97）、   

・受診した診療科別には、イ脳神経外科」「眼科」では「必要だ」が「必要で  

ない」を上回り、その他の科では「必要でない」が「必要だ」を上回った（80  
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ページ：図表98）、  

・受診した病名別には「がん」では「必要だ」が「必要でない」を上回り、   

「白内障・緑内障」ではほぼ桔抗していた。その他の病名では「必要でない」   

が「必要だ」を上回り、矧こ「必要でない」の割昌が高かったのは「花粉症   

などのアレルギー症」「皮膚炎・湿疹」「高脂血症」であった（81ページニ   

図表99）、   

イ通院頻度」、「通院期間」、「喜多察内容満足度」では特段の特徴はなかった   

（82～84ページ：図表100～102）、  

・「診察時間の長さ」では、「長すぎる」「長い」「ちょうどよい」と害えた患   

者では「必要でない」が「必要だ」を上回り、「短い」と害えた患者ではほ   

ぼ桔抗していた（84ページニ図表103）、   

・「問診や身体診察の丁寧さ」については、「とても丁寧だった」「丁寧だっ   

た」「どちらともいえない」では「必要でない」が「必要だ」を上回り、「あ   

まり丁寧ではなかった」ではほぼ桔抗していた（85ページニ図表104）、  

・「説明内容の丁寧さ」については特段の特徴はなかったが、「説明内容理解   

度」において「あまり理解できなかった」と答えた患者では、特に「必要で   

ない」の割合が高かった（86、87ページ：図表105、106）。   

施設側に対する望ましい「懇切丁寧な説明」の内容についての質問で、「全  

項目について、喜多療の都度、懇切丁寧な説明を毎回実施する」ことを選択した  

のは病院、診療所ともに15．4％であり、一万患者側に対して「懇切丁寧な説  

明」についての要望を尋ねたところ、「通院ごとにすべての項目を実施してほ  

しい」を選択したのは12．4％であった。（38ページ：図表52（施設調査）、  

88ページ：図表107）   

施設側に対する頻度別に見た「懇切丁寧な説明」を実施するべき項目につい  

ての質問では、「毎回」では病院・診療所とも「問診」が、「定期的に」では病  

院では「生活上の注意や指導」、診療所では「治療方針についての説明」ノコ、、＝患  

者が懇切丁寧な説明を求めた時」では病院・診療所とも「悩みや不安・疑問へ  

の対応」が、「医師が必要と判断した時」では病院では「治療方針の説明」、言多  

療所では「処方薬についての説明」がそれぞれ最も多かった。一万患者側で「懇  

切丁寧な説明」を実施して欲しい項目としては、「通院毎」、「定期的」、「症状  

に変化があったときのみ」、「自分が求めたとき」のいずれの場合においても「症  

状・状態についての説明」が最も多かった。（38ページ：図表53（施設調査）、  

90ページ：図表108）   

一方で、患者側の調査で、「自分が求めたとき」に「算定あり」の患者で多  
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くあった項目としては「症状・状態についての説明」「治療方針についての説  

明」に次いで「悩みや不安の相談」であったが、他の憲者では「悩みや不安の  

相談」の順位はこの場合より低かった。（90ページ：図表108）  

（5）検証部会としての評価  

病院・診療所への調査では、外来管理加算の意義付けの見直しによって、加算   

を算定した施設数は言多療所では内科が増えたものの眼科、耳鼻咽喉科が減少した   

ため全体の算定施設数は減少した。病院では内科を中心に算定施設数は微増した。  

また、病院、診療所における診療内容等について変化が見られたのは2～3割   

であり、一方で患者への調査では、総じて診療内容に変化があったと感じていな   

いことが伺える。  

しかしながら、病院・喜多療所への調査で変化が見られた選択肢のうら「患者に   

説明をより分かりやすく、丁寧に行うようになった」について「あてはまる」と   

いう回答が他の診療内容等に関する選択肢と比較してやや多い点については、医   

師の意識面で患者にとって望ましい変化が見られたことが伺える。  

他方、病院・診療所への調査で「患者一人当たりの診察時間が長くなった」、「診   

療時間の延長が多くなった」、「憲苗の待ら時間が長くなった」の選択肢について   

「あてはまる」旨の回害が比較的多く、施設および憲者の負担が増したと考える   

施設が一定数存在することが分かった。  

時間の目安について、患者の3割強が「時間の日安は必要だ」と回答したのに   

対し、6割弱が「時間の目安は必要でない」と回答した点については、患者は全   

体的には時間よりも内容や質を重視していることの現れであると見受けられる。   

一万、患者の属性によっては「必要だ」が「必要ではない」を上回る、あるいは   

ほぼ桔抗している場合や、逆に「必要ではない」の割合が特に高い場合もある。   

調査結果の有効回答数の規模に十分留意しつつ、患者の属性や状況に着目する必   

要があることを示唆している。  

算定要件において、望ましい「懇切丁寧な説明」の内容が具体的に例示されて   

いるが、今後の議論の際には、  

・医療側、患者側ともに、「全項目について、診療の都度、懇切丁寧な説明を  

毎回実施する」ことを10％合しか希望していないことや、  

・例えば施設側では毎回実施するべき項目として「問診」、「身体診療」が多く  

挙げられているのに対し悪者側では通院毎に実施してほしい項目として「症状  

・状態についての説明」が最も多く挙げられているなど、施設側と患者側で頻  

度別に見た“行われるべき「懇切丁寧な説明」の内容”が異なっていること、  
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を踏まえるべきである。   

その際には、患者への調査で「自分が求めたとき」に実施してほしい項目こそ、  

患者のニーズがある項目と考えられるため、特に「算定あり」の患者で「悩みや  

不安の相談」の割合が比車交白勺高いことに盲目すべきである。  
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4 「後発医薬品の使用状況調査」の結果について  

（1）調査の目的  

処方せん様式等の変更による後発医薬品の使用状況や、医療機関・医師、薬局   

及び患者の後発医薬品使用についての意喜哉等を把握することを目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

＜施設調査＞  

全国の施設の中から無作為抽出した保険薬局2，000施設、診療所2，000  

施設、病院1，000施設に対し、平成20年11～12月に調査票を発送。  

＜医師調査＞  

調査対象となった病院における診療科の異なる2名の医師を調査対象と  

した。  

＜患者調査＞  

調査対象となった保険薬局に65歳以上と65歳末満でそれぞれ男女1名  

ずつ、計4名分の調査票を発送。  

（3）回収の状況  

①保険薬局 発送数：2，000施設  回収数：944施設（回収率47．2％）  

（様式2に記載された処方せん校数 7，076枚（435薬局分）  

②診療所  発送数二2，000施設  回収数：733施設（回収率36．7％）  

③病院  発送数：1，000施設  回収数：326施設（回収率32．6％）  

④医師  回収数：431人  

⑤患者  回収数：1，717人  

（4）主な結果  

＜保険薬局調査＞   

・平成20年1月から12月の各月の後発医薬品調剤率をみると、わずかなが  

らも増加傾向がみられるとともに、標準偏差についても若干減少している傾向  

がみられる。（10ページ：図表9）   

・ 薬局で受け付けた処方せんの発行医療機関のうら、「後発医薬品への変更不  

可」欄に処方医の署名等が9割以上ある医療機関の割合が24．0％であった。  

（12ページ：図表11）   

・平成20年12月1か月間の処方せんにおける、1品目でも後発医薬品を調  
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剤した処方せんの割合は44．0％であった。（17ページ：図表17）また「後  

発医薬品への変更不可」欄の処方医の署名は、「署名なし」が65．6％、「署名  

あり」が34．4％であった。（19ページ：図表19）   

「後発医棄品への変更不可」欄に処方医の著名等がない処方せんのうう、1  

品目でも先発医薬品を後発医薬品へ変更して調剤した処方せんの割合は  

6．1％（平成19年度調査8．2％）であった。（19ページ：図表20 ※）先  

発医薬品から後発医薬品への変更が出来なかった理由として、「処方せんに記  

載された全ての銘柄について後発医薬品が薬価収載されていない」が10．2％、  

「患者が希望しなかった」が8．9％であった。（19ページ：図表20）   

（※平成19年度調査では「後発医薬品への変更可」欄に署名等があった処  

方せんの割合は17．4％であった。したがって、「医師が後発医薬品への変更を  

認め、かつ、薬局で1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん」  

の割合は、平成19年度調査では1．4％（17．4％×8．2％）であったが、う回  

の調査では4．0％（65二6％×6．1％）であった。）   

後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者のうら、後発医薬品につ  

いての説明を行った患者の割合は、「10％未満」と回害した薬局が37．5％と  

最も多かった。（24ページ：図表27）   

また、後発医薬品についての説明を行った患者のうら、後発医薬品の使用を  

希望しなかった患者の割合が「10％未満」と回答した薬局が24．2％と最も多  

かったが、他のいずれのカテコl」も10％程度から17％程度の間の回答割合  

があり、ばらつきが見られた。（25ページ：図表28）   

後発医薬品についての説明を行ったにもかかわらず、患者が後発医薬品の使  

用を希望しなかった理由として、37．5％の薬局が「薬剤料等（患者自己負担  

額）の差額が小さいから」、35．6％の薬局が「後発医薬品に対する不安がある」  

と回害。（26ページ：図表29（単数回答））   

後発医薬品調剤に関する考え方について、33．5％の薬局が「あま灯磁極巌  

には取り組んでいない」と回答し、その理由として「品質に疑問があるため」、  

「安定供給体制が不備であるため」、「近隣医療機関が使用に消極的なため」が  

それぞれ40．2％と最も多かった。（41ページ：図表46、47（複数回筈））  

12／8～12／14の1週間に後発医薬品に変更して調剤された処方せんの薬  

剤料の変化をみると、記載銘柄で調剤した場合の薬剤料は754．5点であるが、  

実際に調剤した薬剤料は582．2点であり、記載銘柄で調剤した場合の77．2％  

となっていた。（43ページニ図表49）  
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＜診療所・病院・医師調査＞   

入院患者に対する後発医薬品の使用状況についてみると、有床喜多療所、病院  

ともに「後発医薬品のあるものの一部を使用」が霞も多い（それぞれ39＿0％、  

50．0％）（56ページ：図表66）。また、病院のDPC対応状況別にみると、  

「DPC対象病院」、「DPC準備病院」及び「DPC対応をしていない病院」  

における「後発医薬品があるものは積極的に使用」という回害割合は、それぞ  

れ、17．6％、17．6％及び36．3％であった。（57ページ：図表67）   

病院における外来患者への院内投薬又は院外処方せんを発行する際の対応方  

針として、「後発医薬品をほとんど使用しない」としている施設が、それぞれ  

16．6％及び4．9％あった。（61ページ：図表73、図表74）   

「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経験について「あ  

る」と回害した診療所の医師が42．4％、病院勤務医が35．5％であった。（65  

ページ：図表79）また、これらのうら「変更不可」欄に署名した処方せんの  

割合が10％未満であった医師の割合は診療所で42．2％、病院で34．0％であ  

ったが、一方で90％以上であった医師の割合が診療所で38．8％、病院で  

31．4％であり、医師の対応は両極化している。（65ページ：図表80）   

また、「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由として、診療所の医師、  

病院勤務医ともに約5割の医師が「品質が不安だから」（49．0％、51．0％）、  

約4割の医師が「先発医薬品を長く使用し信頼」（41．7％，40．5％）としている。  

このほか病院勤務医では「患者から強い要望があったから」（37．9％）、「効果  

や副作用の違いを経験したから」（28．1％）、「情報提供体制が不安だから」  

（26．8％）と続き、診療所の医師では「効果や副作用の違いを経験したから」  

（34．5％）、「どのような薬剤に調剤されるか心配」（30．6％）、「患者から強  

い要望があったから」（28，6％）となっていた（66ページ：′図表81（複数  

回答））   

医師の外来診療における後発医薬品の処方に関する考えは、「患者からd■〕要  

望がな＜ても積極的に処方」が10．2％、「患者からの要望があっても基本的に  

処方しない」が14．7％であった。最も回答が多かったのは「特にこだわりが  

ない」で71．1％であった。（74ページ：図表91）   

このうら、患者からの要望があっても後発医薬品は基本的に処方しないと  

回答した医師に、その理由をたずねたところ、「品質への疑問」（81．3％）、「効  

果への疑問」（66．7％）、「副作用への不安」（56．1％）等であった。（75ペ  

ージ：図表92（複数回害））  
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＜患者調査＞   

患者の72．3％は、後発医薬品を「知っている」と回害。（92ページ：図表  

104）   

また患者の認知度ほ、年齢が高くなるに従って低くなる傾向がある。（93ペ  

ージ：図表105）   

患者の61．2％は、医師や薬剤師から後発医薬品の「説明を受けたことがあ  

る」と回害。（98ページ：図表110）   

説明を受けた患者のうち、84．0％が説明された内容を「理解できた」と回  

害。（102ページニ図表114）   

後発医薬品の使用経験については、50．2％が「ある」と回答した一方、「な  

い」と回答した患者も46．4％であった。（105ページニ図表117）   

う後の後発医薬品使用に対する考えは、「できれば後発医薬品を使いたい」  

という患者が21．0％、「でされば先発医薬品を使いたい」が19．4％であった。  

最も回答が多かったのは「後発・先発医薬品にこだわらない」で40．1％であ  

った。（111ページ：図表123）また、「できれば後発医薬品を使いたい」と  

回害した割合は、後発医薬品の使用経験のある人で31．4％、後発医薬品の使  

用経験がない人で11。2％であった。ただし、後発医薬品の使用経験のある人  

でも17．4％が「できれば先発医薬品を使いたい」と回答した。（113ページ：  

図表125） また後発医薬品を使用したことによる窓口での薬代の負担感に  

関する質問で「安くなった」を選択した患者では、「できれば後発医薬品を使  

いたい」と回害した割合は46．7％であり、「できれば先発医薬品を使いたい」  

と回答した割合は7．9％であった。一方で、薬代が「それほど変わらなかった」  

患者では、34．6％の患者が「できれば先発医薬品を使いたい」と回答し、「で  

きれば後発医薬品を使いたい」とした患音■は14．9％であった。（115ページ：  

図表127）  

後発医薬品の使用に必要なことを尋ねたところ、「効果があること」（73．5％）、  

「副作用の不安が少ないこと」（58．0％）、「窓口で支払う薬代が安くなること」  

（50．5％）の順で多かった。（118ページ：図表130（複数回害））  

（5）検証部会としての評価  

「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せんのうら、1品   

目でも先発医薬品を後発医薬品へ変更して調剤した処方せんの割合は6．1％であ   

るなど、後発医薬品の使用の広がりがあまり感じられない。33．5％の薬局が後  
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発医薬品調剤について「あまり積極的は取り組んでいない」と回害し、その理  

由として「品質に疑問があるため」、「安定供給体制が不備であるため」、「近隣医  

療機関が使用に消極的なため」という回害が多く、また「後発医薬品への変更不  

可」欄に署名した理由として、約5割の医師が「品質が不安だから」と回答する  

など、薬局も医療機関・医師もまだ後発医薬品に関する理解不足や不信があり、  

それを解消させる必要があると考えられる。   

医療機関・医師についてみれば、医師の処方行動について見ると、必ずしも  

後発医薬品の使用に消極的であるとの印象は受けないが、一部の医療機関や医師  

において．、後発医薬品を使用しないとの強い意思表示をしていることが見受けら  

れる。保険医療機関及び保険医療養担当規則等において、投薬等を行うに当たっ  

て後発医薬品の使用を考慮する努力義務を規定していることを踏まえると、当該  

規定の周知や必要な指導などの対応が必要である。一万で、「後発医薬品への変  

更不可」欄に署名した理由として、品質への不安や効果や副作用の違いを経験し  

たとする医師が多いことは重視すべきである。   

他方薬局についていえば、「医師が後発医薬品への変更を認め、かつ、薬局で  

1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した処方せん」の割合はまだ高くない  

ものの、以前よりは高まっている。   

しかしながら、処方せんの「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等が  

なく、かつ患者が希望しない等の理由がないにも関わらず、薬局において後発医  

薬品に変更していない割合が、74．8％とかなり高い。この数字には、薬局が一  

度先発医薬品を後発医薬品に変更し、これを受けて処方医が当該後発医薬品に切  

り替えて処方している場合も含まれるが、このことを考慮しても、薬局における  

変更割合は未だ低いものと考えられる。その理由については在庫がなかった、あ  

るいは患者に説明しなかった等が推測されるが、明確ではなく、後発品の使矧こ  

関するボトルネックが薬局にあるものと推測される。薬局側が後発医薬品の説  

明・調剤にあまり積極的に取り組まない埋由として、「品質に疑問」「安定供．厄体  

制が不備」「近隣医療機関が使用に消極的」「効果に疑問」等を挙げているが、  

そうした説明が納得のいくものであるかどうかも含め、更に踏み込んで後発医薬  

品に変更していない原因を究明する必要がある。   

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則において、後発医薬品への変更可能な処  

方せんを持参した患者に対する後発医薬品に関する説明義務及び調剤の努力義  

務を規定していることを踏まえると、調査結果からは、薬局における後発医薬品  

についての説明及び調剤が十分でないと考えられ、当該規定の周知や必要な指導  

などの対応が必要である。  
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患者側に目を転じると、まずは後発医薬品の認知自体を進めていくことが課  

題ではないかと考えられる。特に年齢が高い患者ほど後発医薬品の認知度が低  

くなる傾向がある。後発医薬品に関する医師や薬剤師からの説明は患者の後発  

医薬品の認知や理角引こ重要な役割を果たしていることに鑑み、医師や薬剤師の  

問での後発品の利用促進に．関する意識を高めていく必要がある。   

また患者にも後発医薬品に対する完全な信頼はまだなく、漠然とした不安感  

のようなものがあるように見受けられる。後発医薬品使用に対する考え方にお  

いて、「使用経験あり」の憲音の「できれば後発品を使いたい」という割合が「使  

用経験なし」の患者より高いことから、実際の利用が後発医薬品の積極的な使  

用につながる面があると考えられる。また、薬代が安くなった患者における後  

発品使用の意向の相対的な高さを踏まえると、実際の経済的な負担についても  

後発医薬品の選択につながるのではないかと考えられる。   

他方、後発医薬品を使用するにあたって必要なこととして、「効果があるこ  

と」、「副作用の不安が少ないこと」といった回害の割合は後発医薬品の使用の  

満足度の如何にかかわらず高いことから、更なる後発医薬品の信頼性の向上に  

努めるべきである。   

以上のことに加え、現在、保険者が被保険者に対して「ジ工ネリック希望カ  

ード」の配布等を進めていることを踏まえると、平成21年度においても継続  

調査を実施した上で、後発医薬品の使用が低調である要因をさらに調査する必  

要がある（つ  
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5 「後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査1」の結果について  

（1）調査の目的   

「後期高齢者診療料」の算定状況及び改定後の治療内容の変化、後期高齢者診   

療計画書の作成状況、並びに「後期高齢者診療料」の算定を受けた患者の理解度   

及び満足度の把握等を目的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

＜施設調査＞  

全国の後期高齢者診療料の届出を行っている医療機関の中から無作為抽  

出した3，500施設に対し平成20年11月に調査票を発送。  

＜患者調査＞  

調査の対象施設に5名分の調査票を発送。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

発送数：3，500施設 回収数：1，112施設（回収率31．8％）  

＜患者調査＞  

206件  

（4）主な結果  

＜施設調査＞   

・回答医療機関のうち後期高齢者診療料を算定している医療機関は、10．5％  

であった。「算定あり」の医療機関は「算定なし」の医療機関と比較して、在  

宅療養支援診療所である割合が高かった。（5ページ：図表1－6、ト7）   

・算定患者の通院回数や検査頻度などについて改定前後で「変化なし」」也邑  

した施設が、いずれの主病においても75％前後から85％前後を占めている。  

また「3ケ月間の総通院回数」、「検尿の頻度」、「血液検査の頻度」、「心電図検  

査の頻度」については「増加」に比べて「減少」を選択した割合が多い一方、  

「生活機能の検査頻度」及び「身体計測の頻度」は「減少」に比べて「増加」  

を選択した割合が多い。その理由としては、「減少」が多かった項目のうち「検  

尿の頻度」、「血液検査の頻度」、「心電図検査の頻度」については「必要な検査  

等の見直しを行ったため」が多＜、「3ケ月間の総通院回数」については「定  

期的な後期高齢者診療計画書の作成により、医学管理が行いやすくなったた  
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め」が多く選択されている岬方で、「生活機能の検査頻度」及び「身体計測の  

頻度」については「必要な検査等の見直しを行ったため」と「定期的な後期高  

齢者診療計画書の作成により、医学管理が行いやすくなったため」が多く選択  

されていた。（9～14ページ：図表1－15、1－16）   

後期高齢者喜多療料の算定にかかる効果について、「ほとんど効果はない」と  

回害した施設が3割前後あるが、「患者の心身の状況や疾患について総合的な  

管理を行うこと」や「患者の心身の状況や疾患の経過について継続的な管理を  

行うこと」については「きわめて効果がある」と「やや効果がある」を回害二し  

た施設をあわせるとそれぞれ33．4％、37．5％あり、これら2つの項日につ  

いては、算定琴音を号後増やす予定の施設においても効果があるとしている割  

合が大きい。（15ページ：図表1－19，1－20）   

後期高齢者診療計画書の平成20年8月から10月の3ケ月間の平均交付  

回数は、いずれの主病においても1回前後であった。また、計画書の記載に要  

する時間は平均11．79分であった。（17、18ページ 図表1－24、1－25）   

後期高齢者診療料を1人も算定していない施設が、算定を行っていない理由  

として、「患者が後期高齢者診療料を理解することが困難なため」、「他の医療  

機関との調整が困難なため」、「患者に必要な喜多療を行う上で現行点数（600  

点）では医療提供コストをまかなうことが困難なため」が上位を占めた（複数  

回害：）。（22ページ：図表1－30）  

＜患者調査＞   

患者調査において、後期高齢者診療料の算定前後の通院回数、通院施設数、  

検査回数、処方薬数、言多療時間のいずれについても、「変わらない」を選択し  

た憲者が8割弱～約9割を占めた。（27～31ページ：図表2－11、2－15、  

2－17、2－20、2－23）   

後期高齢者喜多療料の算定後のよかった点として、35．3％の患者が「治療乃  

針などの与後のことがわかりやすくなった」、31．3％が「医師から受ける病状  

などの説明がわかりやすくなった」を選択した一方、31．8％が「よかったと  

思うことはない」を選択した（複数回害）。（33ページ：図表2－27）   

後期高齢者診療料の算定後の気になった点・疑問点として、49．7％の患者  

が「気になったり疑問に思ったことはない」とし、次いで33．3％が「説明が  

あれば、定期的に書類をもらわなくてもいい」を選択した。（34ページ、図表  

2－29）  
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後期高齢者診療料の算定後に満足度が「とても満足」又は「満足」と思うよ  

うになったと回答した患者を合わせると27．1％であった。その者が感じてよ  

かったと思うこととしては約6割強が「治療方針など等後のこと」や「医師か  

ら受ける症状などの説明」がわかりやすくなったことを選択した。一万、後期  

高齢者診療料の算定後に満足度が「変わらない」と回答した患者が71．4％で  

あった。（36ページ：図表2－33、2－35）  

（5）検証部会としての評価  

後期高齢者言多療料の届出を行っている医療機関に対し調査を行ったが、実際に   

は約9割が算定していなかった。理由としては、患者が後期高齢者診療料を理解   

することが困難な点や憲音・家族から後期高齢者診療料の算定について同意を得   

ることが困難な点、他の医療機関との調整が難しい点、あるいはコスト面での理   

由が指摘されており、今後の課題であると考える。また在宅療養支援診療所での   

算定割合の比率が高い点については、75歳以上の患者が外来患者で多い、ある   

いは他の医療機関との連携に積極的な傾向があるといった理由が推測される。  

施設調査で、後期高齢者診療料を算定している場合において、算定前後での総   

通院回数や検査回数の頻度については「変化なし」が約7～8割を占めている。   

また患者調査でも算定前後での通院回数、通院施設数、検査回数、処方薬数、診   

療時間のいずれについても「変わらない」との回筈が多い。一万で、施設調査で   

は総通院回数や機械を用いた検査回数の減少、生活機能検査や身体計測の増加と   

いった傾向が見られる。減少や増加の理由として「定期的な後期高齢者診療計画   

書の作成により、医学管理が行いやすくなったため」、あるいは「必要な検査の   

見直しを行ったため」が比較的多く挙げられている。  

また、 

病状などの説明がわかりやすくなった」等だけでなく、「よかったと思うことは   

ない」という割合も高く、よくなったという受け止めとそうでもない受け止めが   

混在している。一方で満足度について、患者の71．4％が「変わらない」と回答   
し、「不満」「とても不満」という回答が少なかった。  

また患者調査において「説明があれば、定期的に書類をもらわなくてもいい」   

という回答が多かったことや、施設調査で計画書の記載に要する時間は平均   

11．79分であったことは今後の検討に有益な情報となる。  

一部で懸念された受療制限等の患者の不利益は確認されなかったが、一方で患   

者に対するメリットも明確にはならなかった。これは当該制度から生ずる患者の   

利益、不利益は一定期間継続された医師・憲者関係の下で表れるという性格のも  
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のであるため、制度発足から間もない時点での調査では限界があったのではない  

かと考えられる。  
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6 「後期高齢者にふさわしい医療の実施状況調査2」の結果について  

（1）調査の目的  

「後期高齢者終末期相談支援料」の算定状況、終末期の喜多療方針等についての   

話し合いの実施状況、及び終末期の話し合いや「後期高齢者終末期相談支援料」   

に関する国民の意識の把握等を日的とした。  

（2）調査方法及び調査の概要  

＜施設調査及び事例調査＞  

全国の病院の中から無作為抽出した1，700施設、全国の在宅療責支援診  

療所の中から無作為抽出した850施設及び全国の内科系の診療科自を標模  

する診療所850施設の計3，400施設を対象に平成20年11月に施設調  

査票及び事例調査票を発送。  

く意識調査＞  

年齢層別層化後、人口構成比により無作為抽出を行った20歳以上の  

2，000人を対象とした。  

（3）回収の状況  

＜施設調査＞  

病院  発送数：1，700施設 回収数二478施設（回収率28．1％）  

診療所 発送数：1，700施設 回収数：471施設（回収率27．7％）  

＜事例調査＞  

病院  2，213件（136施設）  

診療所 207件（70施設）  

＜意識調査＞  

発送数：2，000件 回収数：1，209件（回収率60．5％）  

（4）主な結果  

＜施設調査＞  

終末期の診療方針等の話し合いについては、病院の43．7％、在宅療責支援  

診療所の52．3％及びその他の診療所の21．8％が「実施している」と回答した。  

そのうら話し合い結果を取りまとめた文書を「「部提供している」又は「全て  

提供している」を選択した回答をあわせると、病院32．1％、在宅療養支援診  

療所18．8％及びその他の診療所の16．0％となっている。（6、8ページ：図  
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表1－8、1－11）   

平成20年4月～9月までに75歳以上の患者に文害提供をしたと回害した  

61施設のうら、10施設が後期高齢者終末期相談支援料を「算定した」を選  

択した。（10ページ：因表ト14）   

後期高齢者終末期相談支援料に関する意見として、話し合いを実施している  

施設において、病院の40．2％、在宅療養支援診療所の23．2％、その他の診  

療所の21．4％が「診療報酬で評価することは妥当である」を選択し、病院の  

29．7％、在宅療養支援喜多療所の33．0％、その他の言参療所の14．3％が「終末  

期の話し合いを喜多療報酬で評価することは妥当だが、話し合いの結果の文書提  

供を算定要件とすべきではない」を選択する一万、病院の5．3％、在宅療責支  

援診療所の6．3％、その他の喜多療所の10．7％は「言多療報酬で評価するのは時  

期尚早である」、病院の22．0％、在宅療養支援診療所の38．4％、その他の診  

療所の39．3％は「もともと喜多療報酬によって評価する性質のものではない」  

を選択した。また話し合いを実施している病院の55．5％、在宅療養支援診療  

所の40．2％、その他の診療所の28．6％が「75歳以上に限定せず実施すべき  

である」、病院の49．3％、在宅療養支援診療所の31．3％、その他の喜多療所の  

17．9％が「終末期に限らず病状の急変や診療方針の変更等の話し合いを評価  

すべき＿」を選択し、病院の23．4％、在宅療責支援診療所の15．2％、その他  

の喜多療所の7．1％が「後期高齢者終末期相談支援料の点数（200点）が低す  

ぎる」を選択した。以上の結果はすべて話し合いを実施している施設による回  

答をまとめたものだが、話し合いを実施していない施設における回害は多くの  

項目でそれとは違っていた。（複数回害）（12ページ、図表1－17）  

＜事例調査＞   

事例調査において、平成20年4月～9月に行われた話し合いの回数をみる  

と「1匝I」（42．1％）が最も多かった。話し合い当たりの平均時間は∠0．b九  

（1回目）であったが、後期高齢者終末期相談支援料の算定患者のみでみると、  

53．6分（1匝】目）であった。（17ページ：図表2－6、2－7）   

話し合いに参加した職種をみると、「親族」が94．6％と最も多く、次いで「自  

院の医師」88．3％、「自院の看護職員」74．0％、「患者本人」17．7％であっ  

た。（18ページ：図表2－8）   

話し合い後の患者本人や家族の様子についての設問で、「本人が話し合いに  

同席しな力＼った」と回答した事例が7割を超えていた（71．3％）。その残り（本  

人が話し合いに同席した場合）のうら、話し合い後の本人の様子について、「話  
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し合ってよかった」（7．6％）又は「どちらかといえば、話し合ってよかった」  

（4．8％）と、「わからない」（12．1％）がほぼ半々であった。一方で話し合い  

後の家族の様子については、78．3％が「話し合ってよかった」又は「どちら  

かといえば、話し合ってよかった」を選択した。（20ページ：図表2－10、  

2－11）   

言亭し合いが患者・家族へもたらした影響として該当する項目を複数選択して  

もらったところ、「不安が軽減されたようだった」46．3％、「患者にとってよ  

りよい（自分らしい）決定に生かされたようだった」30．9％、「医療提供者へ  

の信頼が深まったようだった」24．5％という回答を得た。（20ページ、図表  

2－12（複数回害：））  

＜意識調査＞   

終末期の治療方針等の話し合いについて84．7％が「話し合いを行いたい」  

を選択した。（24ページ：図表3－9）   

「話し合いを行いたい」を選択した方々に、「話し合いの内容として」どの  

ようなことを希望するかについて該当する項目を複数選択してもらったとこ  

ろ、「予測される症状の変化の説明」（89．6％）、「病状の変化に対応した医療  

上の対処方法」（86．6％）、「家族にかかる具体的負担の説明」（74．6％）、「費  

用についての相談・希望」（69．4％）、「介護や生活支援についての相談・希望」  

（53．9％）、「療養場所についての相談・希望」（52．4％）、「最期の時の迎え  

方の相談・希望」（46．7％）、「延命に関する相談・希望」（39．5％）という回  

答が得られた。（25ページ：図表3－11（複数回害））   

さらに「話し合いを行いたい」を選択した方々に、「話し合いの内容をとり  

まとめた文書等の提供」の希望について質問をしたところ、72．3％が「希望  

する」を選択した一方で、12．2％が「希望しない」を選択した。（26ページ：  

図表3－13）   

「医師や看護師、その他の医療従事者が、重い病気などで治る見込みのない  

患者との間で終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供を  

行った場合に、公的医療保険から医療機関に対して相談料が支払われること」  

についての質問に対して、診療費が支払われることは「好ましい」34．1％、「好  

ましくない」27．5％、「どららともいえない」36．2％という結果になった。（28  

ページ：図表3－17）   

「好ましい」を選択した方に対して、相談料の設定を「75歳以上という年  

齢に制限すること」についての考え方を尋ねたところ、「年齢区分は必要ない」  
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69．2％、「75歳以上という年齢区分が妥当」17．2％、「別の年齢区分を設け  

るべき－」3．9％という回答であった。（29ページニ図表3－19）  

（5）検証部会としての評価  

一般匡ほ引こ対する意識調査においては、終末期の治療方針等について「話し合   

いを行いたい」割合が84．7％と高かったが、公的医療保険から医療機関に対し   

て相談料が支払われることについて好ましいと害えた者は34．1％、好ましくな   

い27．5％、どちらともいえない36．2％、と意見が分かれた。好ましいと害えた   

者の69．2％が、「年齢区分は必要ない」と答えていたことは注目に値する。また、   

実際に話し合いが患者や家族にもたらした影響として、「不安が軽減された」「よ   

りよい決定に生かされたようだった」等のプラスの影響が比較的多く見られたこ   

とも指摘できる。  

しかしながら、話し合いへの参加について、事例調査において患者本人の参加   

が17．7％とさほど高くなく、話し合いの実際と一般国民の意識の違いが見られ   

た。また、一般国民に対する意識調査で文書の提供を「希望する」割合が72．3％   

と高い一方で、施設調査では、「文書は提供していない」割合が高く、医療機関   

側と一般国民の意識とのずれも明らかになった。  

施設調査において、後期高齢者終末期相談支援料に閲し該当する考えを尋ねた   

設問で、例えば「後期高齢者終末期相談支援料の点数（200点）が低すぎる」と   

いう選択肢について選んだ割合が、話し合いを実施している機関でも、病院で   

23．4％、在宅療責支援喜多療所で15．2％、その他の喜多療所で7．1％であるなど、   

医療機関の種別や、終末期の言写療方針等の話し合いの実施の有無により様々な意   

見に分かれているなど、回害施設の属性により評価が分かれる傾向が見られた。  

平成20年7月より後期高齢者終末期相談支援料については凍結措置が講じら   

れているが、一般国民に対する意識調査において、公的医療保険から医療機関に   

対して相談料が支払われることについては、「好ましい」「好ましくない」≦叫」ら   

らともいえない」がほぼ桔抗していることも踏まえ、そのあり方については等後   

とも引き続き検討を行う必要がある。  

本調査では、終末期の治療方針等の話し合いに関して施設調査、事例調査、意   

識調査を行った。その意義は大きく、今後この問題を検討するにおいて参考にす   

べき事柄を多く提供してくれた。紹介した結果のみならず、最後につけた自由回   

害意見にも日を向けるべきである。  

之，   



平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査   

（平成20年度調査）の結果報告書について  

○ 標記報告書につきましては、分量が多い（750ページ程度）ことから、当  

日配布とさせていただきました。  
l  

○ なお、報告書は、以下のURLに掲載しておりますので、必要に応じてご参   

照いただければ幸いです。  

httT）：／／www．mhlw．e：0．jl〕／shinどi／2009／05／sO520－4．html  

■1l   



終末期相談支援料について  

ねらい：ご本人の望む納得のいく診療方針で、残された日々を充実した形で  

過ごすことの実現。本人の希望する診療内容等を医療関係者等で共有  

内 容：あくまでもご本人の同意のもと、医師が、診療方針等について話し合い  
を行い、文書にまとめ、ご本人に提供した場合に、2，000円を1回に  

限り算定（入院患者は退院時又は死亡時に算定）  

しかしながら、  

○ 医療真の抑制を目的とするものではないかとの誤解  

○ 患者・家族に選択を迫ることにつながるのではないかとの不安  

¢  

H20．7．1～ 算定を凍結  

○ 終末期における相談支援の実態に関する検証を実施。  

○ノ 対象を75歳未満の方に引き下げることも含め、今後検討。  

2∫†   



高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について（抄）  

平成20年6月12日  

政 府    与 党  

新たな高齢者医療制度は、これまでの老人保健制度の問題点を解決すべく、長年に  

わたり、多くの関係者が議論を積み重ねた上で、国民皆保険制度を将来にわたり維持  

するため、現役世代と高齢者でともに支え合うものとして設けられることとなった。   

高齢者の方々の医療費を国民全体で分かち合っていく仕組みは、高齢者の方々の医  

療を守っていくためにも必要であり、その円滑な運営を図るため、引き続き地方自治  

体関係者とも十分連携しながら、制度の趣旨・必要性を懇切丁寧に説明し、ご理解を  

いただく努力を重ねていく必要がある。   

こうした中で、本年4月からの制度の施行状況等を踏まえ、制度の円滑な運営を図るた  

め、高齢者の置かれている状況に十分配慮し、次の1から7の通り、きめ細かな措置を早  

急に講ずるとともに、地方自治体関係者と十分連携して、さらに広く国民に周知する。  

3．診療報酬における終末期相談支援料については、当面凍結することを含め、取扱いに   

ついて中医協で議論を行い、速やかに必要な措置をとるとともに、検証する。後期高齢者   

診療料についても、中医協で速やかに具体的な検証作業に着手する。  

冴   



後期高齢者終末期相談支援料創設の経緯について  

医療の在り方に関する特別部会での議論  1．社会保障審議会後期高齢者   

【後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子（平成19年10月10日】  

2．後期高齢者医療の診療報酬に反映すべき事項  

（4）終末期における医療について  

（終末期の医療）  

患者にとって最もよい終末期医療が行われるよう、本  ○ 患者が望み、かつ、   

に希望する診療内容等について、医療関係者  人から書面等で示された終末期   

終末期の病状や緊急時の対応等について、  あらかじ  等で共有するとともに、  

め家族等に情報提供等を行うことが重要であり、これらの診療報酬上の評価  

の在り方について検討するべきである。（後略）  

2．社会保障審議会医療保険部会・医療部会での議論  

【平成20年度診療報酬改定の基本方針（平成19年12月3日）】   

3 後期高齢者医療の診療報酬体系  

「後期高齢者医療の診療報酬  後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については、   

体系の骨子」（平成19年10月10日。後期高齢者医療の在り方に関する特別部会）  

が定められたところであるが、中央社会保険医療協議会（以下「中医協」という。）  

この趣旨を十分に踏まえた上で審議が進められることを希望する。  においては、   

㌻ 中央社会保険医療協議会への諮問  

【諮問書（平成20年度診療報酬改定について）（平成20年1月18日）】   

健康保険法‥（中略）‥の規定に基づき、平成20年度診療報酬改定について、  

貴会の意見を求めます。  

なお、答申に当たっては、別紙1「平成20年度診療報酬改定について」、別紙2  

「宰成20年度診療報酬改定の基本方針」（平成19年12月3日社会保障審議会医療  

保険部会・社会保障審議会医療部会）及び別紙3「後期高齢者医療の診療報酬体重  

の骨子」（平成19年10月10日社会保障審議会後期高齢者医療の在り方に関する特  

に基づき行っていただくよう求めます。  別部会）   

＠   




